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第
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
尾
崎
行
雄

加

地

直

紀

一

は
し
が
き

尾
崎
行
雄
（
一
八
五
八
年
―
一
九
五
二
年
）
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
実
施
さ
れ
た
第
一
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
総
選（
1
）挙

（
以
下
総
選
挙
）
か
ら
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
の
第
二
十
五
回
総
選
挙
ま
で
連
続
当
選
を
し
、
翌
年
の
第
二
十
六
回
総
選
挙
で
初

め
て
落
選
し
政
界
を
引
退
し
た
。
そ
の
間
主
と
し
て
、
立
憲
改
進
党
（
以
下
改
進
党
）、
進
歩
党
、
憲
政
党
、
憲
政
本
党
、
立
憲
政
友
会
、

憲
政
会
、
革
新
倶
楽
部
に
所
属
し
、
明
治
期
に
第
一
次
大
隈
重
信
内
閣
で
文
部
大
臣
、
大
正
期
に
第
二
次
大
隈
内
閣
で
司
法
大
臣
を
務
め

た
。
大
正
初
期
の
第
一
次
護
憲
運
動
で
、
第
三
次
桂
太
郎
内
閣
を
退
陣
に
追
い
込
み
、「
憲
政
の
神
」
と
称
さ
れ
た
。

一

は
し
が
き

二

第
三
回
総
選
挙
に
至
る
経
緯

三

尾
崎
へ
の
批
判

四

尾
崎
の
言
動

五

結
び
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明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
三
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
第
三
回
総
選
挙
に
お
け
る
尾
崎
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
論
評
を
、
自
伝
、
伝

記
、
先
行
研
究
か
ら
以
下
に
紹
介
し
、
比
較
検
討
す
る
。

昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
の
第
二
十
回
総
選
挙
前
に
出
版
さ
れ
た
自
伝
で
尾
崎
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

第
三
回
総
選
挙
は「
最
も
憶
ひ
出
深
い
」選
挙
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
十
九
回
の
総
選
挙
を
経
験
し
た
が「
ほ
ん
と
に
苦
し
い
と
思
つ
た
」

の
は
こ
の
選
挙
で
あ
っ
た
。
門
野
幾
之
進
出
馬
を
聞
き
「
ギ
ヨ
ツ
と
し
た
」。
門
野
は
鳥
羽
町
出
身
の
御
曹
司
で
自
分
が
慶
應
義
塾
在
学

中
の
教
師
で
あ
り
、
偉
い
人
、
手
本
に
し
よ
う
と
し
た
人
で
あ
り
「
大
い
に
困
つ
た
」。
門
野
の
選
挙
運
動
者
は
門
野
が
尾
崎
の
先
生
だ

と
触
れ
回
り
、
そ
れ
が
な
か
な
か
「
痛
手
」
で
あ
っ
た
。
形
勢
が
「
甚
だ
面
白
く
な
い
」
た
め
「
苦
し
ま
ぎ
れ
」
に
偉
い
人
は
先
生
よ
り

偉
く
な
る
と
演
説
す
る
と
同
意
す
る
も
の
が
出
て
き
た
。
門
野
陣
営
か
ら
、
改
進
・
自
由
両
党
か
ら
一
名
ず
つ
当
選
さ
せ
る
妥
協
案
が
提

案
さ
れ
、
自
陣
に
も
こ
れ
を
希
望
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
妥
協
案
を
拒
否
し
自
分
と
森
本
が
当
選
し
た
が
、
門
野
は
畏
敬
し
て
い
た
同
郷

の
先
輩
で
あ
り
、「
胸
中
ひ
そ
か
に
不
安
を
抱
い
て
ゐ（
2
）た」。

自
伝
の
記
述
よ
り
、
尾
崎
に
と
り
第
三
回
総
選
挙
は
、
恩
師
門
野
の
出
馬
に
よ
り「
最
も
憶
ひ
出
深
」く「
ほ
ん
と
う
に
苦
し
い
」、「
不

安
な
」
選
挙
で
あ
っ
た
と
尾
崎
自
身
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
尾
崎
が
出
馬
し
た
三
重
県
第
五
区
は
二
人
区
で
あ
り
、
尾

崎
、
門
野
の
外
に
森
本
確
也
（
改
進
党
）、
奥
野
（
溝
口
）
市
次（
3
）郎（
自
由
党
）、
角
利
助
（
同
盟
倶
楽
部
）
が
出
馬
し
て
い
た
。

尾
崎
の
伝
記
作
家
伊
佐
秀
雄
は
第
三
回
総
選
挙
を
次
の
よ
う
に
評
す
る
。
第
三
回
総
選
挙
は
尾
崎
に
と
り
「
苦
し
い
、
思
ひ
出
深
い
」

選
挙
で
あ
っ
た
。
尾
崎
に
と
り
「
最
も
痛
か
つ
た
」
の
は
門
野
が
尾
崎
の
教
師
で
あ
っ
た
と
選
挙
運
動
者
が
触
れ
回
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

尾
崎
が
豪
い
人
は
先
生
よ
り
豪
く
な
る
と
演
説
し
て
ま
わ
る
と
、
こ
れ
に
共
鳴
す
る
も
の
が
出
始
め
、「
形
勢
大
い
に
挽
回
」
し
尾
崎
有

利
と
な
っ
た
。
門
野
の
運
動
者
が
尾
崎
と
門
野
と
を
当
選
さ
せ
る
妥
協
を
申
し
込
み
、
尾
崎
の
同
志
に
も
妥
協
を
希
望
す
る
も
の
が
あ
っ

た
。
尾
崎
は
妥
協
を
承
知
せ
ず
、
森
本
に
投
票
す
る
の
が
嫌
な
ら
自
分
に
も
投
票
す
る
な
と
説
き
、「
意
外
な
好
評
」
を
得
て
尾
崎
と
森
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本
と
が
ほ
ぼ
同
点
で
当
選
し（
4
）た。
尾
崎
の
自
伝
の
域
を
出
な
い
指
摘
で
あ
る
が
、
恩
師
出
馬
に
よ
り
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
と
す
る
評
価
に

注
目
し
た
い
。

以
上
よ
り
、
自
伝
や
伝
記
は
門
野
出
馬
を
最
苦
戦
の
原
因
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
次
に
、
第
三
回
総
選
挙
に
お
け
る
尾
崎
に

関
す
る
先
行
研
究
を
み
る
。
阪
上
順
夫
は
、
前
述
し
た
尾
崎
の
自
伝
に
描
か
れ
た
事
情
を
引
用
し
、「
最
も
苦
戦
」
し
た
、
第
一
回
総
選

挙
か
ら
第
三
回
総
選
挙
で
尾
崎
は
選
挙
区
で
の
「
基
礎
的
な
地
盤
」
を
築
い
た
と
し
て
い
る
が
、
苦
戦
の
理
由
を
門
野
出
馬
だ
け
で
は
な

く
、
尾
崎
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
の
「
悪
質
な
話
」
が
流
布
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
5
）る。
尾
崎
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
さ

れ
た
こ
と
も
苦
戦
の
理
由
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
が
、「
悪
質
な
話
」
の
具
体
的
な
内
容
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
因
み
に
尾
崎

は
、
慶
應
義
塾
在
学
中
に
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
て
お
り
、
尾
崎
自
身
も
、
在
学
中
教
会
に
通
っ
て
い
た
、「
少
々
ヤ
ソ
臭
く
な
つ

た
」
が
聖
書
を
読
む
と
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
「
す
つ
か
り
縁
を
断
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
述
べ
て
い（
6
）る。

渡
辺
穣
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
第
三
回
総
選
挙
は
尾
崎
の
回
想
に
よ
れ
ば
「
最
も
苦
し
い
も
の
」
と
さ
れ
る
が
、
三
重
県
第
五
区

に
お
け
る
同
総
選
挙
の
特
性
は
改
進
党
と
自
由
党
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
四
月

に
改
正
集
会
及
政
社
法
が
公
布
さ
れ
、
政
党
の
地
方
支
部
設
置
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
支
部
組
織
の
進
展
や
党
員
活
動
の
活
発
化

は
政
策
の
相
違
と
相
俟
っ
て
自
由
・
改
進
両
党
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
。
両
党
の
関
係
悪
化
は
三
重
県
第
五
区
で
も
顕
在
化
し
、
両
党
が

二
人
区
独
占
を
企
図
し
た
と
想
像
で
き
る
。
尾
崎
へ
の
「
揺
さ
ぶ
り
」
も
あ
り
門
野
幾
之
進
出
馬
に
結
実
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
進
党
で

は
尾
崎
が
森
本
確
也
に
入
党
・
出
馬
を
打
診
し
、
了
解
さ
れ
た
。
自
由
党
は
門
野
、
奥
野
市
次
郎
を
出
馬
さ
せ
た
。
第
三
回
総
選
挙
は
恩

師
門
野
の
出
馬
に
悩
む
尾
崎
と
い
う
「
単
純
さ
」
で
は
な
く
、
尾
崎
の
後
援
会
好
友
会
と
同
会
に
対
抗
す
る
自
由
党
組
織
正
義
会
と
に
よ

る
激
し
い
選
挙
戦
に
特
性
が
あ
る
。
選
挙
戦
は
尾
崎
に
「
有
利
な
状
態
が
濃
厚
」
と
な
り
、
焦
点
は
二
位
を
め
ぐ
る
森
本
と
門
野
と
の
一

騎
打
ち
に
推
移
し
、
森
本
が
僅
差
で
逃
げ
切
り
、
か
く
て
第
五
区
は
「
改
進
党
の
牙
城
」
と
な
っ
た
と
し
て
い
る（
7
）が、
選
挙
戦
の
具
体
的
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な
内
容
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
第
一
に
第
三
回
総
選
挙
に
至
る
経
緯
、
第
二
に
第
三
回
総
選
挙
に
お
け
る
尾
崎
へ
の
批
判
、
第
三
に
第
三
回
総
選
挙
に
お
け

る
尾
崎
の
言
動
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
先
行
研
究
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
第
三
回
総
選
挙
に
お
け
る
尾
崎
の
選
挙
運

動
の
実
態
を
解
明
す
る
。
な
お
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
公
布
さ
れ
た
改
正
衆
議
院
議
員
選
挙
法
、
所
謂
男
子
普
通
選
挙
法
に
よ
り
、

初
め
て
立
候
補
制
が
導
入
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
に
実
施
さ
れ
た
第
十
五
回
総
選
挙
ま
で
立
候
補
は
あ
り

得
な
い
が
、
便
宜
上
、
立
候
補
、
候
補
、
出
馬
と
表
記
す
る
。

ま
た
本
稿
で
は
、
全
国
に
お
け
る
情
報
を
主
と
し
て
『
東
京
朝
日
新
聞
』（
以
下
『
東
朝
』）、『
大
阪
朝
日
新
聞
』（
以
下
『
大
朝
』）、

三
重
県
に
お
け
る
情
報
を
主
と
し
て
『
伊
勢
新
聞
』（
以
下
『
伊
勢
』）か
ら
引
用
す
る
。『
伊
勢
』
は
明
治
二
十
六
年
十
月
六
日
付
社
説
「
我

党
の
士
に
誓
ふ
」
で
自
由
党
三
重
県
支
部
の
機
関
紙
に
な
る
と
宣
言（
8
）し、
改
進
党
へ
の
批
判
記
事
を
多
数
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一

方
『
三
重
新
聞
』（
以
下
『
三
重
』）は
改
進
党
系
新
聞
で
あ
っ（
9
）た。
な
お
東
京
大
学
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
が
所
蔵
す
る
『
三
重
』（
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
版
）
に
は
明
治
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
分
が
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
、
大
正
期
に
出
版
さ
れ
た
『
尾
マ
マ﨑
行

マ
マ

雄
全
集
』（
平
凡
社
版
）
を
『
旧
全
集
』、
尾
崎
歿
後
に
出
版
さ
れ
た
『
尾
﨑
咢
堂
全
集
』（
公
論
社
版
）
を
『
新
全
集
』
と
表
記
す
る
。『
立

憲
改
進
党
党
報
』（
以
下
『
党
報
』）は
、
一
九
七
九
年
三
月
出
版
の
柏
書
房
版
を
用
い
る
。『
党
報
』
は
第
二
回
総
選
挙
後
の
明
治
二
十
五

（
一
八
九
二
）
年
十
二
月
に
創
刊
さ
れ
た
。

二

第
三
回
総
選
挙
に
至
る
経
緯

第
五
回
帝
国
議
会
と
第
三
回
総
選
挙
と
に
つ
い
て
、
衆
参
両
院
が
編
集
し
た
『
議
会
制
度
七
十
年
史

帝
国
議
会
史

上
巻
』
は
、
次
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の
よ
う
に
概
説
し
て
い
る
。

明
治
二
十
六
年
三
月
、
郡
司
成
忠
海
軍
大
尉
が
千
島
列
島
遠
征
に
出
発
、
同
年
六
月
、
福
島
安
正
陸
軍
中
佐
が
単
騎
シ
ベ
リ
ア
横
断
に

成
功
・
帰
国
し
、「
国
民
の
士
気
を
著
し
く
鼓
舞
」
し（
10
）た。
第
五
回
帝
国
議
会
は
同
年
十
一
月
二
十
五
日
に
召
集
さ
れ
、
十
二
月
三
十
日
、

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
。
明
治
二
十
六
年
、
行
政
整
理
や
軍
制
改
革
が
行
わ
れ
、
局
課
廃
合
、
人
員
削
減
、
俸
給
増
減
が
実
現
さ
れ
た
が
、

民
党
の
予
算
査
定
案
と
懸
隔
が
あ
り
、
改
進
党
は
か
よ
う
な
行
政
整
理
を
非
難
し
、
自
由
党
と
提
携
し
て
詰
問
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
第

五
回
帝
国
議
会
前
に
外
国
人
の
内
地
雑
居
に
反
対
す
る
一
派
が
大
日
本
協
会
を
組
織
し
、
内
地
雑
居
の
弊
害
や
現
行
条
約
励
行
を
唱
え
、

千
島
艦
事
件
に
見
ら
れ
る
軟
弱
外
交
を
論
難
し
て
、
改
進
党
と
同
盟
倶
楽
部
と
が
同
一
歩
調
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
自
由
党
は
第
四
回

帝
国
議
会
閉
会
前
後
か
ら
一
大
変
化
を
来
し
、
現
行
条
約
励
行
論
を
開
国
進
取
の
国
是
と
相
い
れ
な
い
も
の
と
し
て
排
斥
し
、
孤
立
し
た
。

従
来
政
府
支
持
の
国
民
協
会
は
第
四
回
帝
国
議
会
閉
会
後
か
ら
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
反
対
へ
転
じ
、
全
員
が
大
日
本
協
会
に
投
じ
て
、

外
交
問
題
で
政
府
へ
の
対
抗
を
期
し
た
。
国
民
協
会
系
の
院
内
会
派
議
員
倶
楽
部
、
改
進
党
系
の
院
内
会
派
議
員
集
会
所
、
同
盟
倶
楽
部
、

芝
倶
楽
部
、
中
央
交
渉
部
の
一
部
、
有
楽
組
等
の
民
党
六
派
が
衆
議
院
の
過
半
数
と
な
っ
た
。

第
五
議
会
に
お
け
る
活
動
と
し
て
、
自
由
党
領
袖
で
あ
り
衆
議
院
議
長
星
亨
の
株
式
取
引
所
顧
問
就
任
の
問
題
化
や
、
軍
艦
千
島
号
事

件
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
、
千
島
号
が
英
国
Ｐ
Ｏ
社
汽
船
と
衝
突
・
沈
没
し
、
日
本
政
府
は
Ｐ
Ｏ
社
に
八

十
五
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を
横
浜
の
英
国
領
事
裁
判
所
に
提
起
、
同
社
が
過
失
は
千
島
号
に
あ
る
と
し
て
日
本
政
府
に
十
万

円
の
損
害
賠
償
を
請
求
、
上
海
の
英
国
上
等
裁
判
所
へ
係
争
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
米
穀
取
引
所
認
可
に
関
す
る
農
商
相
・
次
官
の
責
任

を
追
及
す
る
官
紀
振
粛
問
題
、
さ
ら
に
条
約
励
行
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
二
十
六
年
十
二
月
八
日
、
安
部
井
磐
根
が
条
約
励
行

建
議
案
を
提
出
、
十
二
月
十
九
日
同
建
議
案
が
衆
議
院
に
上
程
さ
れ
、
安
部
井
が
趣
旨
説
明
中
演
説
中
止
と
な
り
、
同
日
か
ら
二
十
八
日

ま
で
停
会
と
な
っ
た
。
十
二
月
二
十
九
日
、
本
会
議
で
陸
奥
宗
光
外
相
が
条
約
励
行
に
反
対
、
建
議
案
に
つ
い
て
安
部
井
が
趣
旨
説
明
に
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入
る
と
同
日
か
ら
翌
年
一
月
十
一
日
ま
で
の
停
会
が
伝
達
さ
れ
、
十
二
月
三
十
日
、
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
。

伊
藤
首
相
は
解
散
理
由
を
公
に
し
な
か
っ
た
が
、
第
六
回
帝
国
議
会
で
の
施
政
方
針
演
説
で
は
、
自
分
は
条
約
励
行
に
反
対
で
あ
り
、

建
議
案
が
衆
議
院
を
通
過
す
る
と
影
響
が
大
き
い
た
め
解
散
を
奏
請
し
た
、
と
述
べ
た
。
第
三
回
総
選
挙
で
は
第
二
回
総
選
挙
の
よ
う
な

干
渉
は
な
か
っ
た
が
、
競
争
は
「
す
こ
ぶ
る
激
甚
」
で
あ
っ
た
。
総
選
挙
前
に
政
府
は
言
論
・
集
会
を
取
り
締
ま
り
、
新
聞
の
発
行
停
止

や
政
治
団
体
の
解
散
を
命
じ
、
民
間
の
政
治
活
動
を
「
圧
迫
」
し
た
。
大
日
本
協
会
は
明
治
二
十
七
年
一
月
解
散
命
令
を
受
け
、
民
党
の

意
気
は
揚
が
っ（
11
）た。
因
み
に
内
地
雑
居
と
は
在
日
外
国
人
が
日
本
国
内
で
無
制
限
に
旅
行
・
居
住
す
る
こ
と
で
あ
り
、
現
行
条
約
励
行
は

引
き
続
き
居
留
地
内
の
み
の
雑
居
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
内
地
雑
居
論
と
現
行
条
約
励
行
論
と
は
、相
反
す
る
主
張
で
あ
っ

た
。第

三
回
総
選
挙
ま
で
の
経
過
を
党
派
の
関
係
か
ら
、
次
の
よ
う
に
概
説
す
る
先
行
研
究
も
あ
る
。

第
四
議
会
で
和
衷
協
同
を
求
め
る
詔
勅
が
あ
り
、
政
府
と
民
党
と
が
対
立
す
る
構
図
が
変
化
し
た
。
政
府
は
第
五
議
会
ま
で
に
行
政
整

理
、
政
費
節
減
、
海
軍
改
革
を
実
現
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
改
進
党
は
明
治
二
十
六
年
十
一
月
の
党
大
会
で
現
行
条
約
励
行
を
決
定
し
、

対
外
硬
派
と
し
て
第
五
議
会
に
臨
む
こ
と
に
し
た
。
同
盟
倶
楽
部
は
改
進
党
と
同
一
歩
調
を
取
り
、
政
府
追
及
の
姿
勢
を
決
め
た
。
自
由

党
は
伊
藤
内
閣
と
の
関
係
か
ら
軟
派
と
目
さ
れ
、
改
進
党
と
の
関
係
は
最
悪
と
な
り
、
他
の
民
党
の
自
由
党
に
対
す
る
信
頼
感
は
後
退
し

た
。
国
民
協
会
は
行
政
整
理
、
官
紀
紊
乱
粛
正
、
条
約
履
行
を
求
め
、
従
来
の
政
府
党
か
ら
伊
藤
内
閣
否
認
に
転
じ
た
。
大
日
本
協
会
は

明
治
二
十
六
年
十
二
月
三
日
の
大
会
で
現
行
条
約
履
行
、
千
島
艦
事
件
の
責
任
匡
正
を
決
め
た
。
か
く
て
諸
政
党
は
、
対
外
問
題
を
軸
に

相
互
提
携
関
係
を
示
し
た
。
明
治
二
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
、
安
部
井
磐
根
が
緊
急
動
議
を
提
出
し
て
、
星
と
株
式
取
引
所
と
の
関
係

に
つ
い
て
官
紀
振
粛
を
要
求
し
、
星
は
衆
議
院
か
ら
除
名
さ
れ
た
。
十
二
月
に
自
由
党
内
の
星
批
判
者
が
離
党
し
、
同
志
倶
楽
部
を
結
成
、

自
由
党
の
党
勢
は
後
退
し
た
。
衆
議
院
運
営
は
対
外
硬
派
が
中
心
と
な
り
、
伊
藤
内
閣
を
批
判
し
た
。
千
島
艦
事
件
を
始
め
と
す
る
対
外
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問
題
に
よ
り
政
府
が
追
及
さ
れ
、
安
部
井
磐
根
が
現
行
条
約
励
行
建
議
案
を
提
出
し
、
陸
奥
外
相
が
非
内
地
雑
居
論
は
開
国
主
義
の
国
是

に
反
す
る
と
反
論
し
た
。
か
く
て
十
二
月
三
十
日
、
衆
議
院
は
解
散
さ
れ
た
。
第
五
議
会
は
星
不
信
任
に
始
ま
り
対
外
硬
派
の
政
府
追
及

に
よ
り
解
散
さ
れ
、
政
府
と
反
政
府
派
と
の
対
立
と
な
っ
た
。

伊
藤
内
閣
は
院
内
対
外
硬
派
、
新
聞
・
雑
誌
に
お
け
る
対
外
硬
論
、
国
権
派
に
よ
る
外
国
人
排
斥
運
動
に
は
断
固
た
る
態
度
を
取
り
、

日
本
と
の
条
約
改
正
交
渉
に
入
っ
た
英
国
が
日
本
に
お
け
る
排
外
主
義
を
警
戒
し
交
渉
中
止
を
勧
告
、
条
約
改
正
実
現
の
危
機
を
感
じ
た

同
内
閣
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。
第
三
回
総
選
挙
で
改
進
党
は
自
由
党
を
新
吏
党
と
し
て
非
難
、
同
盟
倶
楽
部
や
同
志
倶
楽
部
を
民
党
派

と
し
て
共
同
行
動
を
提
案
し
た
。
同
盟
倶
楽
部
は
官
紀
振
粛
、
条
約
励
行
を
主
張
し
民
党
派
の
中
心
を
自
負
し
た
。
同
志
倶
楽
部
は
民
党

路
線
、
対
等
条
約
実
現
を
求
め
た
。
明
治
二
十
六
年
十
二
月
か
ら
翌
年
一
月
、
現
行
条
約
励
行
等
の
政
府
攻
撃
を
理
由
に
伊
藤
内
閣
は
諸

新
聞
の
発
行
を
停
止
し
た
。
伊
藤
首
相
が
い
ず
れ
の
党
派
も
支
持
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
中
で
行
わ
れ
た
第
三
回
総
選
挙
の
結
果
、
自
由

党
は
第
一
党
に
は
な
っ
て
も
過
半
数
を
獲
得
で
き
ず
、
対
外
硬
派
が
団
結
す
れ
ば
衆
議
院
で
多
数
派
を
形
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ（
12
）た。

右
の
先
行
研
究
よ
り
、
明
治
二
十
六
年
は
国
民
の
士
気
が
昂
揚
し
、
外
交
問
題
が
紛
糾
し
た
年
で
あ
る
こ（
13
）と、
か
よ
う
な
背
景
に
加
え

自
由
党
と
対
立
す
る
に
至
っ
た
事
情
か
ら
改
進
党
が
対
外
硬
派
へ
と
転
じ
た
こ
と
が
分
か（
14
）る。
以
下
士
気
高
揚
、
外
交
問
題
、
自
由
・
改

進
両
党
の
対
立
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
士
気
高
揚
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
述
し
た
郡
司
大
尉
に
よ
る
千
島
遠
征
、
福
島
中
佐
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
横
断
に
よ
る
国
民
の
士
気

高
揚
は
、
次
の
よ
う
な
複
数
の
社
説
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
福
島
・
郡
司
の
行
動
は
「
懦
夫
を
し
て
起
た
し
む
る
の
功
」
が
少
な
く
な

い
。「
社
会
の
腐
敗
せ
る
時
代
」
に
「
屹
然
正
道
を
守
て
屈
せ
ざ
る
が
如
き
行
為
」
は
国
家
生
存
上
不
可
欠
で
あ（
15
）る。
福
島
中
佐
、
千
島

艦
で
遠
洋
航
行
を
し
た
鏑
木
大
尉
、
北
洋
遠
征
を
企
図
す
る
郡
司
大
尉
は
「
人
心
を
啓
発
」
し
「
一
世
を
覚
醒
」
さ
せ
る
。
三
将
校
の
「
壮

図
」
は
天
が
国
民
の
「
柔
懦
を
戒
む
る
」
も
の
で
あ（
16
）る。
因
み
に
鏑
木
大
尉
と
は
、
欧
洲
か
ら
日
本
ま
で
回
航
さ
れ
、
英
国
汽
船
と
衝
突



平成法政研究 第26巻第1号 122

し
た
前
述
の
千
島
艦
の
廻
航
委
員
長
鏑
木
誠
で
あ（
17
）る。
郡
司
は
「
到
底
尋
常
人
の
企
て
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
事
」
を
為
し
目
的
地
占
守
島
に

航
行
し
、
千
島
調
査
を
遂
げ
領
土
欠
損
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
安
逸
を
む
さ
ぼ
り
、
世
の
人
心
「
萎
靡
不
振
の
観
」
が
あ
る
の
は
識
者

が
痛
嘆
す
る
所
で
あ
る
だ
け
に
意
を
強
く
す
る
に
足（
18
）る。

い
ず
れ
の
社
説
も
「
萎
靡
不
振
」
の
日
本
に
お
い
て
、
郡
司
・
福
島
の
「
懦
夫
」
を
起
し
め
る
「
壮
図
」
を
称
讃
し
て
い
る
。

郡
司
一
行
に
対
し
『
東
朝
』
は
、
郡
司
「
北
征
の
壮
図
」
を
扶
け
る
の
は
「
同
胞
の
務
」
で
あ
り
、
有
志
は
「
国
の
為
め
」
義
捐
し
「
壮

図
」
を
扶
け
て
ほ
し
い
、
と
し
て
義
捐
金
を
求
め（
19
）た。
こ
れ
を
受
け
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
東
京
有
志
寺
院
並
び
に
信
徒
よ
り
物
品
、
書

籍
、
薬
品
等
百
二
十
五
品
が
送
ら
れ（
20
）た。
伊
藤
首
相
、
井
上
馨
内
相
、
渡
辺
国
武
蔵
相
等
が
一
人
百
円
の
義
捐
金
を
出（
21
）し、
海
軍
次
官
や

軍
令
部
長
等
が
発
起
人
と
な
り
海
軍
一
般
有
志
か
ら
月
給
の
一
％
以
上
の
義
捐
金
が
募
集
さ
れ
、
千
円
以
上
集
ま
る
だ
ろ
う
と
報
じ
ら
れ

（
22
）た。
あ
る
い
は
郡
司
一
行
義
捐
の
た
め
の
武
芸
大
会
が
開
か
れ
、
千
二
百
乃
至
千
三
百
名
が
来
会
し
、
八
十
円
と
梅
干
、
真
綿
等
が
一
行

に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（
23
）た。

か
よ
う
な
福
島
と
郡
司
と
に
よ
る
「
壮
図
」
が
も
た
ら
し
た
国
民
の
士
気
高
揚
を
受
け
、
種
々
の
商
品
が
製
作
・
販
売
さ
れ
、
あ
る
い

は
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
郡
司
一
行
の
行
動
を
讃
す
る
「
愛
国
家
」
は
彼
ら
の
写
真
を
入
手
し
「
常
に
勇
気
を
養
成
」
し
国

家
に
尽
く
せ
、
と
し
て
一
枚
二
十
銭
の
写
真
を
送
料
全
国
無
料
で
販
売
す
る
も
の
が
あ
っ（
24
）た。
大
阪
で
は
福
島
の
旅
行
図
を
刷
り
込
ん
だ

ハ
ン
カ
チ
が
販
売
さ
れ（
25
）た。
福
島
の
行
動
を
記
念
す
る
油
絵
展
が
明
治
二
十
六
年
四
月
十
三
日
よ
り
実
施
さ
れ
、「
艱
苦
の
状
真
に
迫
る

も
の
あ
り
」
と
報
じ
ら
れ（
26
）た。
種
々
の
薬
品
も
販
売
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
福
島
中
佐
は
「
抜
群
ノ
壮
図
」
で
世
に
轟
き
、
本
品
は
「
単
特

ノ
烈
功
」
で
薬
業
界
に
超
絶
す
る
と
の
広（
27
）告、
福
島
中
佐
が
名
誉
を
世
界
に
轟
か
せ
郡
司
大
尉
が
千
島
に
移
住
で
き
た
の
は
「
身
体
強
壮

ノ
為
」
で
あ
る
と
す
る
滋
養
薬
の
広（
28
）告が
あ
っ
た
。

こ
の
外
に
も
福
島
中
佐
遠
征
せ
ん
べ
い（
29
）や、
福
島
・
郡
司
を
仰
が
な
い
者
は
い
な
い
が
身
体
強
健
・
志
気
活
発
で
な
い
と
見
習
え
な
い
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と
し
て
葡
萄
酒
を
販
売
す
る
も
の
も
あ
っ（
30
）た。
あ
る
い
は
『
東
朝
』
・
『
大
朝
』
両
紙
は
、
西
村
天
囚
が
明
治
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら

同
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
、「
単
騎
遠
征
録
」
を
百
二
十
回
連
載
し
た
。

次
に
外
交
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
先
述
の
如
く
明
治
二
十
六
年
は
国
民
の
士
気
が
昂
揚
し
外
交
問
題
の
年
と
な
っ
た
。
帝
国
議
会
が

召
集
さ
れ
る
と
、
第
五
議
会
に
お
け
る
議
論
は
多
い
だ
ろ
う
が
、「
唯
一
の
大
鉄
的
」
は
条
約
問
題
で
あ
り
次
が
行
政
整
理
で
あ
る
と
予

想
さ
れ（
31
）た。
年
末
に
は
、
第
五
議
会
の
「
最
大
問
題
」
で
あ
る
官
紀
振
粛
、
千
島
艦
事
件
、
条
約
励
行
の
う
ち
官
紀
振
粛
は
ほ
ぼ
解
決
し

た
が
「
二
大
事
件
」
が
他
に
あ
る
、
内
閣
も
外
交
問
題
に
関
す
る
対
議
会
策
は
「
飽
く
ま
で
も
強
硬
」
と
し
て
、
解
散
を
示
唆
す
る
分
析

が
あ
っ（
32
）た。
投
票
日
直
前
に
は
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。
今
日
の
政
党
は
国
是
に
つ
い
て
論
争
す
る
の
で
は
な
く
、「
主
に
民
吏
の
区

別
」
に
汲
々
と
し
て
い
る
。
国
是
を
争
点
に
す
る
の
な
ら
第
一
に
す
べ
き
は
対
外
政
策
で
あ
る
。
現
行
条
約
励
行
を
終
結
点
と
せ
ず
、
さ

ら
に
一
歩
を
進
め
て
内
地
雑
居
の
可
否
で
「
真
に
旗
幟
の
鮮
明
を
見
る
べ
し
と
信
ず
る
」。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
他
は
「
瑣
事
」
で
あ
り
「
百

年
の
長
計
」
で
あ
る
内
地
雑
居
問
題
は
選
挙
の
「
最
要
素
」
で
あ（
33
）る。

い
ず
れ
も
対
外
問
題
の
重
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
衆
議
院
解
散
後
に
は
次
の
よ
う
な
主
張
も
あ
っ
た
。
衆
議
院
の
解
散
理
由
は

対
外
問
題
だ
が
、
政
府
は
対
外
問
題
を
解
散
理
由
と
す
る
の
を
忌
避
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
が
こ
れ
を
解
散
理
由
と
認
め
て
い
る

の
は
公
然
の
事
実
で
あ
る
。「
新
吏
党
」
は
金
や
壮
士
を
使
っ
た
結
果
数
十
名
議
席
を
増
加
さ
せ
る
だ
ろ
う
が
、
対
外
硬
六
派
が
多
数
を

占
め
る
だ
ろ（
34
）う。
投
票
日
翌
日
に
は
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。
自
分（
城
畔
の
意
―
加
地
注
）が
選
挙
結
果
を
待
つ
理
由
は
解
散
の「
最

大
理
由
」と
も
い
う
べ
き
条
約
励
行
論
、
対
外
硬
問
題
に
つ
い
て
の
輿
論
を
見
た
い
か
ら
で
あ
り
、
同
問
題
に
関
す
る
国
民
の
意
嚮
は「
国

家
の
重
事
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
励
行
賛
成
派
は
六
派
、
非
励
行
派
は
自
由
党
や
一
、
二
の
小
派
で
あ
る
。
内
閣
が
「
最
も
恐
れ
て
」
解
散

し
た
の
は
励
行
論
が
「
強
盛
」
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
今
回
の
総
選
挙
は
対
外
硬
問
題
で
勝
敗
を
争
う
も
の
で
あ（
35
）る。

つ
ま
り
議
会
運
営
、
解
散
、
総
選
挙
の
ポ
イ
ン
ト
が
対
外
問
題
、
と
り
わ
け
条
約
励
行
論
や
内
地
雑
居
問（
36
）題で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
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以
下
こ
れ
ら
の
問
題
を
み
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
報
道
が
あ
っ
た
。
四
月
一
日
、
外
国
人
土
地
買
収
事
件
に
つ
い
て
大
津
で
売
国
奴
攻

撃
演
説
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
、
同
事
件
に
対
す
る
有
志
の
行
動
は「
殺
気
を
含
む
に
似
た（
37
）り」。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
主
張
も
あ
っ

た
。
布
教
に
よ
り
外
国
人
崇
拝
感
情
の
度
を
高
め
「
外
尊
内
卑
」
が
極
端
に
な
れ
ば
国
体
を
忘
却
す
る
に
至
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
し
、

そ
の
結
果
国
運
を
侵
犯
す
る
に
至
る
。
最
近
外
国
人
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
「
世
上
に
喧
伝
す
る
所
」
が
あ
る
が
、
自
分
（
破
扇
の
意
―

加
地
注
）
が
注
目
す
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
敷
地
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
他
外
国
宗
教
の
学
校
の
敷
地
は
ど
う
い
う
関
係
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
日
本
人
名
義
で
外
国
教
会
が
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
ど
う
で
あ
る
か
。
信
仰
を
利
用
し
て
日
本
人
名
義
で
土
地

を
所
有
す
る
者
が
増
加
す
れ
ば
「
国
憲
上
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
弊
害
」
に
陥
ら
な
い
保
証
は
で
き
な
い
。
現
在
条
約
改
正
、
内
地
雑
居
、

宗
教
問
題
が
併
出
す
る
に
際
し
「
世
上
一
般
の
注
意
」
を
促（
38
）す。

右
の
報
道
・
社
説
よ
り
、
外
国
宗
教
と
外
国
人
の
土
地
所
有
と
へ
の
警
戒
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
居
留
外
国
人
自
身
へ
の
反
撥

も
存
在
し
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
一
連
の
報
道
か
ら
も
分
か
る
。「
赤
髪
碧
眼
の
徒
輩
」
が
日
本
人
を
侮
辱
す
る
こ
と
が
最
近
一
、
二

に
と
ど
ま
ら
ず
、
益
々
暴
状
を
逞
し
く
す
る
の
は
「
大
和
魂
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
慨
嘆
に
堪
へ
」
な
い
し
、
十
二
月
十
日
神
奈
川
県

で
三
名
の
外
国
人
が
食
い
逃
げ
を
し
た
が
「
言
語
に
絶
え
た
る
始
末
」
で
あ
り
日
本
の
「
幅
の
利
く
」
よ
う
に
し
た（
39
）い。
神
戸
に
住
む
日

本
人
が
イ
ン
ド
人
に
名
義
料
を
出
し
て
家
を
借
り
日
本
人
女
性
に
外
国
人
相
手
に
売
春
を
さ
せ
て
い
た
が
、
日
本
人
が
治
外
法
権
を
利
用

し
て
犯
罪
を
す
る
と
は
「
浅
ま
し
き
限
り
」
で
あ（
40
）る。
治
外
法
権
を
利
用
し
日
本
の
法
律
を
犯
す
「
赤
髯
奴
」
が
い
る
が
、
神
戸
居
留
地

の
警
官
を
し
て
い
た
英
国
人
が
自
分
名
義
の
家
で
日
本
人
夫
婦
に
売
春
業
を
さ
せ
て
お
り
、
売
春
一
回
一
円
と
し
そ
の
英
国
人
は
三
割
を

得
て
い（
41
）た。
横
浜
居
留
地
で
取
り
締
ま
り
が
励
行
さ
れ
る
と
賭
場
場
等
に
従
事
す
る
中
国
人
を
見
な
く
な
る
、
売
春
婦
も
狩
り
尽
さ
れ
日

本
の
体
面
上
「
誠
に
祝
す
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
、
日
本
人
で
居
留
地
に
入
り
名
義
上
中
国
人
ま
た
は
そ
の
他
外
国
人
に
雇
わ
れ
営
業
す
る

「
狡
猾
の
徒
」
の
存
在
も
明
ら
か
に
な（
42
）る。
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右
の
一
連
の
報
道
よ
り
、
条
約
励
行
問
題
や
内
地
雑
居
問
題
の
背
後
に
は
、
居
留
外
国
人
へ
の
日
本
人
の
警
戒
感
や
反
撥
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

か
よ
う
な
警
戒
や
反
撥
が
存
在
し
た
一
方
で
福
澤
諭
吉
は
、
か
つ
て
は
内
地
雑
居
尚
早
論
を
唱
え
て
い
た
が
、
や
が
て
内
地
雑
居
論
へ

と
転
じ
た
。
あ
る
い
は
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
段
階
で
は
福
澤
の
主
張
は
条
約
励
行
論
の
「
最
も
早
い
も
の
の
少
な
く
も
一
つ
」

で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
六
年
か
ら
同
二
十
七
年
に
は
改
進
党
以
下
の
対
外
硬
派
を
中
心
と
す
る
条
約
励
行
論
を
批
判
し
て
い
た
、
と
さ

れ
て
い（
43
）る。

最
後
に
自
由
・
改
進
両
党
の
対
立
に
つ
い
て
み
る
。
先
述
の
如
く
明
治
二
十
六
年
四
月
の
改
正
集
会
及
政
社
法
公
布
に
よ
り
政
党
の
地

方
支
部
設
置
が
認
め
ら
れ
、
改
進
党
と
自
由
党
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
。
以
下
両
党
対
立
へ
の
経
緯
を
、
よ
り
詳
細
に
み
る
。
改
正
集
会

及
政
社
法
公
布
前
よ
り
改
進
・
自
由
両
党
の
関
係
は
既
に
悪
化
し
始
め
て
い
た
。
例
え
ば
、「
犬
と
猿
と
の
如
く
な
り
し
」
自
改
両
党
は

議
会
開
設
以
来
民
党
と
い
う
旗
幟
の
下
に
集
っ
て
い
た
が
最
近
隙
間
が
で
き
た
、
両
党
の
将
来
は
ど
う
な
る（
44
）か。
自
改
両
党
が
犬
猿
の
仲

に
譬
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
自
由
党
と
犬
猿
の
仲
に
あ
る
と
さ
れ
た
改
進
党
の
活
動
を
み
る
。
明
治
二
十
六
年
五
月
七
日
、
埼
玉
県
で
改
進
党
大
会
を
開
き
、

集
会
及
政
社
法
改
正
を
受
け
埼
玉
県
に
支
部
を
置
く
こ
と
、
改
進
党
へ
の
自
由
党
の
感
情
が
よ
く
な
い
た
め
同
県
有
力
者
を
改
進
党
に
加

盟
さ
せ
党
勢
を
拡
張
す
る
方
法
を
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ（
45
）た。
改
進
党
は
、
党
勢
拡
張
方
法
と
し
て
地
方
遊
説
を
選
択
し
た
。
例
え
ば
、

改
進
党
は
真
の
民
党
は
我
党
で
あ
る
と
呼
号
し
各
地
を
遊
説
す
る
計
画
を
立
て
た
、「
到
る
所
」
で
自
由
党
と
対
立
す
る
だ
ろ
う
、
と
報

じ
ら
れ（
46
）た。
五
月
六
日
、
改
進
党
臨
時
総
会
が
開
か
れ
、
党
員
の
多
い
地
方
に
支
部
を
置
き
遊
説
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
東
海
四
県
を
島

田
三
郎
、
浅
香
克
孝
が
遊
説
し
、
三
重
県
で
尾
崎
行
雄
、
中
野
武
営
と
合
流
す
る
こ
と
と
な
り
、
北
陸
や
新
潟
県
に
は
七
月
に
尾
崎
が
遊

説
す
る
こ
と
に
な
っ（
47
）た。
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地
方
遊
説
の
決
定
を
受
け
、
八
月
十
二
日
か
十
三
日
頃
、
鳩
山
和
夫
、
高
田
早
苗
等
数
名
が
名
古
屋
市
に
来
て
早
稲
田
専
門
学
校
拡
張

の
為
の
学
術
演
説
会
・
懇
親
会
を
開
く
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
は
改
進
党
拡
張
の
為
で
あ
る
、
国
民
協
会
派
演
説
会
が
自
由
派
の
妨
害
を

受
け
た
た
め
「
如
才
な
き
」
改
進
党
は
名
前
を
学
術
演
説
・
学
校
拡
張
に
藉
り
る
と
報
じ
ら
れ（
48
）た。
し
か
し
演
説
会
妨
害
の
傾
向
を
見
た

鳩
山
一
行
は
名
古
屋
を
諦
め
、
岐
阜
県
へ
赴
く
こ
と
に
な
っ（
49
）た。
十
月
二
十
二
日
、
栃
木
県
宇
都
宮
で
改
進
党
十
三
州
会
が
開
か
れ
る
こ

と
に
な
り
、
島
田
三
郎
、
鳩
山
和
夫
、
尾
崎
、
犬
養
毅
、
高
田
早
苗
等
「
重
立
た
る
諸
勇
将
」
が
集
ま
り
一
大
演
説
会
を
開
き
、「
大
に

党
勢
の
拡
張
を
図
る
」
こ
と
に
な
っ（
50
）た。
同
年
末
、
改
進
党
は
地
方
で
党
勢
拡
張
を
し
よ
う
と
大
隈
重
信
が
指
揮
者
と
な
り
、
代
議
士
と

い
え
ど
も
年
末
年
始
の
休
暇
を
抛
ち
地
方
で
運
動
に
努
め
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
報
じ
ら
れ（
51
）た。
以
上
の
報
道
よ
り
、
改
進
党
が
地
方
遊

説
に
尽
力
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
自
由
党
の
活
動
を
み
る
。
自
由
党
は
第
五
回
帝
国
議
会
召
集
前
か
ら
、
伊
藤
内
閣
と
の
関
係
の
軟
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
例
え

ば
、
自
由
党
は
軟
化
し
た
と
の
世
評
が
あ
り
「
声
望
衰
微
の
傾
」
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
同
党
議
員
も
「
深
く
憂
ひ
」
て
い
る
、
と
報
じ

ら
れ（
52
）た。
解
散
後
は
、
自
由
党
は
第
五
議
会
で
「
大
に
名
声
を
失
墜
」
し
た
た
め
今
度
の
総
選
挙
で
は
前
議
員
数
を
保
て
な
い
と
一
般
に

は
言
わ
れ
て
い
る
、
自
由
党
は
平
生
地
方
で
党
員
募
集
に
尽
力
し
次
第
に
増
員
傾
向
に
あ
り
選
挙
権
を
有
す
る
党
員
数
か
ら
す
れ
ば
決
し

て
無
勢
力
で
は
な
い
と
同
党
代
議
士
は
言
っ
て
い
る
、
と
の
報
道
も
あ
っ（
53
）た。

あ
る
い
は
、
自
由
党
は
党
員
が
多
す
ぎ
て
各
地
で
「
屡
々
同
志
打
を
為
す
が
如
き
失
体
」
を
呈
し
て
い
る
が
今
回
の
選
挙
で
も
「
往
々

此
弊
」
が
あ
る
、
党
本
部
で
は
候
補
選
定
を
「
全
く
支
部
に
放
任
」
し
候
補
争
い
が
あ
れ
ば
総
理
決
済
を
請
う
こ
と
が
多
い
、
と
報
じ
ら

れ（
54
）た。
事
実
投
票
一
週
間
前
に
な
る
と
、
全
選
挙
区
中
七
か
所
で
同
士
打
が
指
摘
さ
れ
て
い（
55
）た。
以
上
よ
り
、
自
由
党
に
「
声
望
衰
微
」

へ
の
危
機
意
識
や
、
同
士
打
の
弊
害
へ
の
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

か
か
る
全
国
的
な
自
由
・
改
進
両
党
の
対
立
は
、
地
方
で
も
生
じ
て
い
た
。
例
え
ば
、
中
央
政
界
で
は
自
改
両
党
の
「
軋
轢
」
が
あ
る
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が
地
方
政
界
も
こ
の
争
い
を
免
れ
な
い
、
と
報
じ
ら
れ（
56
）た。
事
実
「
軋
轢
」
は
地
方
選
挙
に
現
れ
た
。
例
え

ば
、
神
奈
川
県
高
座
郡
県
会
議
員
補
欠
選
挙
で
自
改
両
派
の
「
争
闘
」
が
生
じ
た
、
同
郡
で
は
「
戦
争
に
て

も
起
こ
り
し
か
の
如
き
光
景
」
が
み
ら
れ
壮
士
は
担
当
す
る
村
を
警
戒
し
仕
込
み
杖
、
刀
剣
、
手
槍
を
持
ち

時
に
は
空
砲
を
打
つ
、
無
関
係
の
農
民
は
仕
事
が
手
に
つ
か
な
い
、
と
報
じ
ら
れ（
57
）た。

あ
る
い
は
国
会
議
員
の
補
欠
選
挙
で
も
、
両
党
の
対
立
が
み
ら
れ
た
。
明
治
二
十
六
年
八
月
十
二
日
に
徳

島
県
第
五
区
で
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
、
自
由
・
改
進
両
党
か
ら
出
馬
し
、
改
進
党
候
補
が
当
選
し
た
が
、
八

月
に
な
る
と
両
党
が「
又
々
衝
突
を
免
れ
ざ
る
べ
し
」と
報
じ
ら
れ（
58
）た。
あ
る
い
は
自
由
・
改
進
両
党
の「
競

争
漸
く
盛
ん
な
る
」
為
自
由
党
の
総
指
揮
と
し
て
片
岡
健
吉
が
、
改
進
党
は
箕
浦
勝
人
、
尾
崎
、
大
津
純
一

郎
が
徳
島
県
に
赴
い（
59
）た。
投
票
日
当
日
に
は
、
第
五
区
は
「
殺
気
方
に
満
ち
た
り
」、
自
由
党
は
壮
士
に
よ

り
選
挙
人
を
脅
迫
し
、
こ
れ
に
対
し
て
改
進
党
は
「
無
頼
漢
」
を
送
る
と
報
じ
ら
れ（
60
）た。

投
票
後
に
は
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。
平
生
の
党
勢
不
振
か
ら
自
由
党
は
敗
北
し
た
為
、
党
勢
拡
張
の

必
要
性
を
自
由
党
本
部
に
急
報
し
た
。
自
由
党
本
部
は
八
月
下
旬
、「
屈
指
の
党
員
」
を
派
遣
し
、
党
勢
拡

張
に
着
手
す（
61
）る。「
殺
気
」
が
満
ち
た
選
挙
戦
に
自
改
両
党
が
幹
部
ク
ラ
ス
の
党
員
を
派
遣
し
た
こ
と
、
敗

れ
た
自
由
党
が
「
屈
指
の
党
員
」
に
よ
る
党
勢
拡
張
に
着
手
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

か
よ
う
な
対
立
下
で
実
施
さ
れ
た
第
三
回
総
選
挙
に
お
け
る
自
改
両
党
の
獲
得
議
席
は
、
表
1
の
通
り
で

あ
る
。
両
党
と
も
に
過
半
数
に
及
ば
な
い
も
の
の
、
議
席
数
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
改
進
党
を
含
む
対

外
硬
派
は
、
自
由
党
の
議
席
を
上
回
る
一
三
〇
議
席
を
獲
得
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
自
由
党
が
過
半
数
に

及
ば
な
い
こ
と
か
ら
、
先
述
の
先
行
研
究
の
指
摘
通
り
、
対
外
硬
派
に
多
数
派
形
勢
の
可
能
性
が
あ
り
、
総

第3回総選挙（定数300）
119
48※

第2回総選挙（定数300）
94
38

自由党
改進党

表1 自改両党の獲得議席数

『日本内閣史録 1』（第一法規出版、昭和56年8月20日）190頁、213－214頁より作成。
※改進党を含む対外硬派は、130議席を獲得した。
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選
挙
で
同
派
の
対
外
硬
論
に
多
数
の
支
持
が
有
権
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。

第
三
回
総
選
挙
を
総
括
し
、
次
の
よ
う
に
報
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
自
由
党
が
百
二
十
名
を
当
選
さ
せ
た
の
は
政
府
と
の
「
隠
密
の
関

係
」、
政
府
の
「
婉
曲
の
干
渉
」
や
金
力
、
自
由
党
軟
化
説
が
行
き
渡
ら
な
か
っ
た
こ
と
等
の
批
評
が
あ
る
が
、
自
由
党
の
為
に
弁
ず
る

も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
党
の
「
予
想
外
の
好
成
績
」
の
原
因
は
、
同
党
が
他
党
に
比
し
地
方
遊
説
に
尽
力
し
全
国
に
四
十
支
部
、

有
志
党
員
は
四
万
人
以
上
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
民
党
が
「
往
々
破
壊
に
偏
す
る
の
傾
き
」
が
あ
る
一
方
、
自
由
党
は
「
建
設

的
方
針
」
を
示
し
「
篤
実
な
る
地
方
の
有
志
」
は
同
党
を
信
じ
て
い
る
。
党
員
の
四
分
の
一
は
昨
年
の
遊
説
の
結
果
で
あ
る
。
改
進
党
等

が
自
由
党
の
軟
化
を
唱
え
て
も
そ
の
影
響
は
地
方
に
及
ぶ
こ
と
が
少
な
い
。
自
由
党
が
「
平
素
、
力
を
地
方
に
用
ひ
た
る
結
果
」
に
外
な

ら
な
い
。
他
党
派
も
今
後
力
を
地
方
に
用
い
る
に
違
い
な（
62
）い。

右
の
総
括
に
お
け
る
、
地
方
遊
説
が
「
好
成
績
」
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
指
摘
に
注
目
し
た
い
。
地
方
遊
説
が
「
好
成
績
」
の
原
因
と

な
る
の
は
、
改
進
党
の
議
席
増
に
も
当
て
は
ま
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

本
章
よ
り
、
明
治
二
十
六
年
は
国
民
の
士
気
が
高
揚
し
対
外
問
題
が
焦
点
と
な
っ
た
こ
と
、
対
外
問
題
を
始
め
と
す
る
理
由
よ
り
自
由

・
改
進
両
党
の
対
立
が
先
鋭
化
し
た
こ
と
、
新
聞
論
調
や
総
選
挙
の
結
果
か
ら
条
約
励
行
論
を
唱
え
る
対
外
硬
派
に
多
数
の
支
持
が
集

ま
っ
た
こ
と
、
地
方
遊
説
が
自
改
両
党
の
議
席
増
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
当
該
期
各
地
に
外
国
宗
教
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス

ト
教
へ
の
警
戒
感
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

三

尾
崎
に
対
す
る
批
判

前
章
の
如
く
第
四
回
帝
国
議
会
後
、
自
由
・
改
進
両
党
の
対
立
が
始
ま
っ
た
が
、
か
よ
う
な
対
立
が
選
挙
中
の
尾
崎
に
も
た
ら
し
た
批
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判
を
本
章
で
み
る
。

中
央
政
界
で
の
自
由
・
改
進
両
党
の
対
立
は
三
重
県
に
も
存
在
し
た
。
改
進
党
が
党
勢
拡
張
策
と
し
て
地
方
遊
説
を
選
択
し
た
こ
と
は

先
に
も
述
べ
た
が
、
島
田
三
郎
が
三
重
県
を
遊
説
し
「
党
勢
頗
る
張
り
投
名
状
を
送
れ
る
も
の
が
尠
な
か
ら
ず
」、
三
重
県
自
由
党
は
油

断
す
る
と
改
進
党
に
制
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
運
動
方
法
を
協
議
す
る
た
め
臨
時
大
会
を
開
く
と
も
い
う
、
と
報
じ
ら
れ（
63
）た。

「
投
名
状
」、
す
な
わ
ち
義
兄
弟
の
契
り
を
約
す
る
書
状
を
送
っ
て
く
る
も
の
が
「
尠
な
か
ら
ず
」
と
い
う
記
述
よ
り
、
三
重
県
に
お
け

る
改
進
党
の
党
勢
拡
張
が
著
し
い
こ
と
が
分
か
る
。

改
進
党
の
党
勢
拡
張
へ
の
自
由
党
の
反
応
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。
三
重
県
自
由
党
は
近
来
改
進
党
に
「
蚕
食
」
さ
れ

る
状
況
に
あ
り
、「
一
大
事
」
で
あ
る
と
し
て
、
自
由
党
総
理
で
あ
る
板
垣
退
助
が
来
県
し
た
。
三
重
県
自
由
党
員
は
歓
迎
準
備
を
し
て

い（
64
）る。
次
の
よ
う
な
報
道
も
み
ら
れ
る
。
度
会
郡
宇
治
山
田
町
は
自
由
党
の
正
義
会
と
改
進
党
の
好
友
会
と
が
「
対
峙
し
互
い
に
軋
轢
す

る
所
」
で
、「
人
気
何
と
な
く
引
立
ち
」
聴
衆
が
非
常
に
多
い
。
星
亨
が
国
会
論
を
述
べ
非
常
に
改
進
党
を
罵
り
、「
勢
威
堂
々
星
自
由
意

気
更
に
昂
然
」
と
な
っ（
65
）た。
最
近
宇
治
山
田
町
で
の
演
説
会
で
「
反
対
党
」
の
も
の
と
思
わ
れ
る
批
判
の
声
が
周
囲
か
ら
上
が
る
と
星
が

「
大
喝
」
し
、
自
分
の
演
説
を
妨
害
し
て
も
「
河
童
の
一
放
屁
」
に
も
当
た
ら
な
い
と
い
う
と
批
判
者
は
「
怫
然
」
と
し（
66
）た。

三
重
県
に
お
け
る
改
進
党
の
「
蚕
食
」
に
危
機
感
を
有
し
た
自
由
党
が
、
板
垣
・
星
と
い
っ
た
重
鎮
を
投
入
し
、
自
改
両
党
が
激
し
く

対
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
次
に
第
三
回
総
選
挙
中
の
三
重
県
第
五
区
に
お
け
る
自
由
・
改
進
両
党
の
対
立
を
み
る
。
明
治
二
十
七
年

一
月
段
階
で
は
、
両
党
と
も
候
補
選
定
に
迷
走
が
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
報
道
が
あ
っ
た
。
一
月
十
四
日
、
自
由
党
支
部
総
会

が
開
か
れ
候
補
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
日
市
に
滞
在
中
の
板
垣
退
助
が
「
重
な
る
党
員
」
と
面
会
し
決
め
た
候
補
は
、
一
区

・
松
田
正
久
、
五
区
・
栗
原
亮
一
、
龍
野
周
一
郎
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
松
田
は
一
区
内
の
同
姓
選
挙
人
の
養
子
と
な
り
龍
野
は
五
区
田
丸

町
町
長
荘
司
守
の
養
子
と
な
る
か
、
松
田
は
四
区
、
栗
原
は
一
区
と
い
う
説
も
あ
り
、
こ
ち
ら
が
事
実
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
自
由
党
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の
「
苦
心
察
す
べ（
67
）し」。
同
党
の
候
補
者
調
整
の
「
苦
心
」
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

改
進
党
も
候
補
選
定
に
苦
慮
し
た
こ
と
は
、
次
の
報
道
か
ら
も
分
か
る
。
好
友
会
は
角
利
助
に
同
盟
倶
楽
部
を
脱
退
さ
せ
改
進
党
入
り

を
申
し
込
ん
だ
が
応
じ
ら
れ
ず
、
森
本
確
也
に
し
た
。
好
友
会
が
角
を
捨
て
れ
ば
再
選
は
覚
束
な
い
と
思
っ
た
か
、
大
隈
重
信
は
同
盟
倶

楽
部
の
楠
本
正
隆
に
相
談
し
角
を
改
進
党
に
入
れ
五
区
よ
り
出
馬
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
楠
本
が
応
じ
、
尾
崎
も
賛
成
し
、
五
区
改
進
党
は
、

尾
崎
・
角
で
自
由
党
の
栗
原
・
龍
野
と
競
わ
せ
る
と
い（
68
）う。

あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
一
連
の
報
道
も
あ
っ
た
。
各
区
形
勢
が
「
追
々
面
白
く
な
り
た
り
」、
五
区
は
改
進
党
・
尾
崎
、
角
、
正
義
会

・
栗
原
、
龍
野
と
な
っ
た
が
自
由
党
支
部
総
会
の
議
決
が
な
く
「
各
々
熱
涙
を
呑
み
て
已
み
た
り
」
と
い
う
説
が
あ（
69
）る。
栗
原
は
一
・
四

・
五
区
の
ど
こ
か
ら
出
馬
す
る
か
今
の
と
こ
ろ
未
定
で
あ
る
。
松
田
の
三
重
県
で
の
出
馬
は
「
確
実
」
で
あ
る
が
、
栗
原
が
決
ま
ら
な
い

と
松
田
の
選
挙
区
も
決
ま
ら
な
い
。
五
区
改
進
党
は
尾
崎
・
角
を
推
す
こ
と
に
決
め
「
運
動
整
然
」
と
し
て
い
る
。
正
義
会
は
栗
原
・
龍

野
推
挙
の
意
で
あ
る
が
、
支
部
総
会
再
議
後
に
確
定
す（
70
）る。
一
区
・
自
由
党
は「
飽
迄
も
」栗
原
を
推
す
こ
と
に
決
定
し
た
。
松
田
の「
入

婿
」
は
松
田
自
身
が
拒
絶
し
た
。
五
区
・
好
友
会
は
、
一
人
は
「
無
論
」
尾
崎
で
あ
り
も
う
一
人
は
角
を
改
進
党
に
入
れ
当
選
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
、
角
が
応
じ
な
い
。
好
友
会
の
森
本
に
交
渉
す
る
も
、
森
本
は
ま
ず
改
進
党
に
入
る
が
出
馬
は
「
目
下
思
考
中
」
で
あ
る
。
五

区
・
正
義
会
は
未
だ
決
せ
ず
、
近
々
協
議
の
上
出
馬
す
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ（
71
）う。
以
上
の
一
連
の
報
道
よ
り
、
五
区
の
尾
崎
以
外
は
両
党

と
も
に
流
動
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

右
の
よ
う
に
一
月
段
階
で
は
、
自
由
・
改
進
両
党
と
も
に
候
補
選
定
に
苦
慮
し
て
い
た
が
、
二
月
に
な
る
と
情
勢
が
一
変
す
る
。
す
な

わ
ち
、
第
一
区
は
栗
原
、
第
五
区
は
門
野
幾
之
進
、
溝
口
市
次
郎
に
「
略
ぼ
決
定
」
し（
72
）た。
次
の
よ
う
な
報
道
も
あ
っ
た
。
第
五
区
で
尾

崎
の
「
敵
」
と
し
て
新
候
補
が
決
ま
っ
た
。
慶
應
義
塾
教
頭
の
門
野
で
あ
る
。
慶
應
義
塾
で
門
野
が
尾
崎
の
師
で
あ
り
、
尾
崎
は
門
野
の

弟
子
で
あ
っ
た
。
子
弟
が
争
う
の
は
「
政
界
の
一
奇
観
」
で
あ（
73
）る。
あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
報
じ
ら
れ
た
。
三
重
県
で
は
候
補
が
決
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ま
り
こ
れ
か
ら
「
競
争
の
度
」
が
高
ま
る
に
違
い
な
い
。
五
区
で
は
尾
崎
と
森
本
と
が
「
躍
起
」
と
な
り
演
説
を
行
い
、
角
は
「
幾
ど
孤

立
の
勢
ひ
」
に
あ
り
、
溝
口
は
二
月
三
日
に
度
会
郡
宇
治
山
田
町
に
入
る
。
門
野
は
慶
應
義
塾
教
頭
で
、
か
つ
て
尾
崎
を
教
え
た
人
で
あ

り
、
子
弟
が
争
う
「
一
奇
観
」
と
い
う
べ
き
で
あ（
74
）る。

二
月
に
な
る
と
門
野
出
馬
に
よ
り
、
子
弟
が
争
う
「
一
奇
観
」
で
あ
る
と
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
門
野
出
馬
の
背
景
を
『
大

朝
』
は
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。

福
澤
諭
吉
は
大
い
に
内
治
雑
居
賛
成
論
を
唱
え
「
門
下
生
を
議
院
に
出
さ
ん
と
す
と
伝
ふ
る
も
の
あ
り
、（
75
）咄」。
福
澤
に
懐
疑
的
な
同

紙
は
次
の
よ
う
に
も
伝
え
た
。
福
澤
は
最
近
政
界
に
対
し
「
大
に
図
る
所
」
が
あ
る
。
自
ら
内
地
雑
居
賛
成
論
の
「
首
領
」
と
な
り
政
府

と
結
託
し
商
工
会
と
提
携
し
、
門
下
に
よ
り
新
政
党
を
つ
く
り
改
進
・
自
由
両
党
か
ら
議
席
を
奪
い
、
門
下
を
内
閣
に
据
え
る
ま
で
「
老

後
の
一
花
咲
か
せ
ん
と
企
て
」
た
と
伝
え
る
も
の
が
あ
る
。
二
十
余
年
間
政
界
に
対
し
超
然
と
し
て
い
た
福
澤
が
今
頃
野
心
を
発
す
る
と

も
思
わ
れ
ず
、
門
下
の
門
野
が
「
俄
に
選
挙
競
争
を
始
め
た
る
よ
り
推
察
し
来
れ
る
説
」
に
違
い
な（
76
）い。

前
述
の
如
く
福
澤
諭
吉
は
、
明
治
二
十
六
年
か
ら
同
二
十
七
年
、
改
進
党
を
始
め
と
す
る
条
約
励
行
論
を
批
判
し
て
い
た
た
め
、
か
よ

う
な
推
測
が
生
ま
れ
た
と
予
測
で
き（
77
）る。
右
の
『
大
朝
』
報
道
は
い
ず
れ
も
伝
聞
情
報
と
し
て
報
じ
て
い
る
が
、
子
弟
が
争
う
こ
と
に
加

え
、
門
野
の
出
馬
が
突
然
で
あ
っ
た
た
め
、
か
か
る
推
測
が
生
じ
た
。

自
由
党
の
候
補
が
決
定
し
選
挙
戦
は
、
一
月
の
流
動
的
な
段
階
か
ら
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
報
道
か
ら
も
分
か

る
。
門
野
は
尾
崎
の
「
旧
師
」
で
子
弟
が
争
う
こ
と
に
な
り
尾
崎
に
忠
告
書
を
送
る
も
の
が
あ
っ
た
。
角
は
「
殆
ど
孤
立
の
感
」
で
あ
る
。

改
進
党
は
人
力
車
夫
を
買
い
占
め
る
企
て
で
あ
り
、
改
進
の
印
が
あ
る
法
被
を
着
て
自
由
派
の
運
動
を
妨
害
し
よ
う
と
計
画
し
て
い（
78
）る。

自
改
両
党
の
対
立
が
激
し
く
な
り
、
角
が
埋
没
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

二
月
八
日
、
門
野
が
選
挙
区
入
り
を
し
、
一
週
間
以
内
の
滞
在
が
見
込
ま
れ（
79
）た。
あ
る
い
は
、
五
区
で
尾
崎
・
森
本
の
外
は
「
差
し
た
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る
運
動
」
が
な
い
、
十
四
日
、
十
五
日
よ
り
徐
々
に
着
す
る
だ
ろ（
80
）う、
門
野
と
溝
口
と
の
打
ち
合
わ
せ
が
整
い
愈
々
運
動
を
始
め
る
、
と

も
報
じ
ら
れ（
81
）た。
こ
れ
ら
の
報
道
よ
り
、
尾
崎
・
森
本
の
改
進
党
陣
営
に
比
し
、
門
野
・
溝
口
自
由
党
陣
営
の
選
挙
運
動
が
遅
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

二
月
後
半
に
な
る
と
尾
崎
と
奥
野
と
が
「
殊
死
」
し
て
戦
っ
て
い
る
と
報
じ
ら（
82
）れ、
自
由
党
は
第
五
区
へ
の
梃
入
れ
を
図
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
栗
原
が
門
野
・
溝
口
の
応
援
の
た
め
第
五
区
へ
赴（
83
）き、
二
月
二
十
日
に
は
板
垣
が
第
五
区
へ
来
て
自
由
派
の
応
援
に
臨
む
こ
と
が

報
じ
ら
れ（
84
）た。

選
挙
戦
終
盤
、
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。
第
一
区
で
の
大
勢
は
栗
原
に
帰
し
、
第
五
区
で
板
垣
と
栗
原
と
が
門
野
・
奥
野
の
為
に
応

援
し
、「
大
勢
稍
々
定
ま
れ
る
」
た
め
門
野
は
既
に
帰
京
し
た
。
改
進
党
は
尾
崎
、
自
由
党
は
門
野
が
当
選
す
る
だ
ろ（
85
）う。
こ
の
報
道
か

ら
選
挙
運
動
開
始
が
遅
れ
た
門
野
に
は
、
選
挙
区
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
余
裕
が
生
じ
た
と
判
断
で
き
る
。

し
か
し
投
票
直
後
、
三
重
県
の
「
各
選
挙
区
」
か
ら
三
重
県
知
事
へ
の
当
選
予
想
者
と
し
て
、
第
一
区
栗
原
、
第
二
区
鈴
木
充
美
、
第

三
区
木
村
誓
太
郎
、
第
四
区
土
居
光
華
、
第
五
区
尾
崎
・
森
本
、
第
六
区
深
山
聳
峮
が
報
告
さ
れ（
86
）た。「
各
選
挙
区
」
の
具
体
的
存
在
は

不
明
で
あ
る
が
、
事
実
右
の
七
名
が
当
選
し
た
。
第
五
区
開
票
日
の
三
月
六
日
、
尾
崎
・
森
本
当
選
、
門
野
・
奥
野
次
点
の
予
想
が
報
じ

ら
れ（
87
）た。

表
2
は
、
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
に
実
施
さ
れ
た
第
六
回
総
選
挙
ま
で
の
三
重
県
第
五
区
に
お
け
る
尾
崎
の
獲
得
票
数
と
、
同

区
に
お
け
る
自
由
・
改
進
両
党
の
得
票
率
と
を
示
し
て
い
る
。
第
六
回
総
選
挙
ま
で
の
選
挙
制
度
は
原
則
と
し
て
小
選
挙
区
で
あ
り
な
が

ら
、
三
重
県
第
五
区
の
よ
う
な
二
人
区
が
例
外
的
に
存
在
し
た
。
第
六
回
総
選
挙
ま
で
は
、
三
重
県
第
五
区
は
度
会
・
答
志
・
英
虞
・
南

牟
婁
・
北
牟
婁
五
郡
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
同
表
よ
り
、
第
二
回
総
選
挙
時
は
自
由
・
改
進
両
党
と
角
利
助
と
の
鼎
立
で
あ
っ
た
こ
と
、

第
三
回
総
選
挙
で
自
改
両
党
の
対
立
と
な
っ
た
こ
と
、
第
五
回
総
選
挙
以
降
三
重
県
第
五
区
は
改
進
党
の
い
わ
ば
牙
城
と
な
っ
た
こ
と
が
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分
か
る
。
第
三
回
総
選
挙
に
お
け
る
両
党
の
対
立
が
、
第

五
区
に
お
け
る
鼎
立
か
ら
対
立
へ
の
変
化
を
生
ん
だ
と
も

い
え
る
。

右
の
如
く
三
重
県
第
五
区
で
は
自
由
・
改
進
両
党
に
よ

る
激
し
い
選
挙
戦
が
展
開
さ
れ
な
が
ら
も
、
開
票
前
か
ら

尾
崎
当
選
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
尾
崎
自
身
の
み

な
ら
ず
尾
崎
の
伝
記
作
家
等
も
、
第
三
回
総
選
挙
を
最
苦

戦
の
選
挙
と
位
置
付
け
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
報
道
が
、

か
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
改

進
党
は
自
由
党
が
「
最
も
嫌
忌
す
る
所
」
で
あ
り
、
尾
崎

は
改
進
党
の
「
大
立
物
」
で
あ
る
。
自
由
党
が
尾
崎
を
陥

れ
よ
う
と
す
る
の
は
「
情
勢
の
然
ら
し
む
る
所
」
で
あ
る
。

各
区
自
由
党
員
が「
気
脈
を
通
じ
」て
応
援
し「
奮
つ
て
」

尾
崎
の
当
選
を
妨
げ
よ
う
と
い
う
計
画
が
あ（
88
）る。
第
五
区

で
尾
崎
・
森
本
は
「
要
所
々
々
」
で
演
説
会
を
開
き
、
尾

崎
は
「
必
ら
ず
」
千
島
艦
事
件
に
言
及
し
必
ず
解
散
さ
せ

ら
れ
る
。「
尾
崎
派
の
機
関
紙
」
は
門
野
を
「
外
教
信
者

自由党系得票率
※1

32％
43％
40％
11％
14％※6

改進党系得票率
46％
31％
55％
60％
89％※3

86％※5

獲得票数（2人区）
1，772票（1位）
1，104票（2位）※2

1，074票（1位）
1，218票（1位）
1，455票（1位）
1，461票（2位）※4

第1回総選挙
第2回総選挙
第3回総選挙
第4回総選挙
第5回総選挙
第6回総選挙

表2 三重第5区における尾崎行雄の獲得票数等

・『衆議院議員選挙の実績―第1回～第30回―』（公明選挙連盟、昭和43年3月1日）182頁、196
頁、210頁、223頁、235－236頁、247頁より作成。
・阪上順夫『尾崎行雄の選挙－世界に誇れる咢堂選挙を支えた人々－』（和泉書院、2000年3月28
日）196－197頁に、第1回総選挙から第6回総選挙までの三重県第5区における各候補の得票
数が掲載されている。第4回総選挙の際の各候補中、尾崎行雄（改進党）1，218票、森本確也（改
進党）1，085票、奥野市次郎（自由党）787票は掲載されているが、門野幾之進（自由党）692票、
角利助・他5票が未掲載である。
・改進党は、進歩党、憲政党、憲政本党、自由党は憲政党と変化しているため、改進党系、自由
党系と表記した。
※1 栗原亮一とその他候補との合計で1％を獲得している。
※2 第2回総選挙で1，262票（得票率36％）を獲得し1位当選した角利助は、第3回総選挙では

その他候補との合計で48票にとどまり落選している。
※3 第5回総選挙時は進歩党である。
※4 1位当選は森本確也（憲政本党）であり、1，762票獲得している。
※5 第6回総選挙時は憲政本党である。
※6 第6回総選挙時は憲政党である。
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な
り
と
罵
り
」、
自
由
党
派
機
関
紙
は
こ
の
点
を
弁
じ
、
尾
崎
こ
そ
洗
礼
を
受
け
た
と
す
る
。
両
派
の
宣
伝
戦
は
「
将
に
激
烈
の
観
」
を

呈
し
よ
う
と
し
て
い（
89
）る。

右
の
両
記
事
よ
り
、
自
改
両
党
機
関
紙
に
よ
る
宣
伝
戦
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
前
述
の
如
く
『
伊
勢
』
は
自
由
党
機
関
紙
、『
三

重
』
は
改
進
党
機
関
紙
で
あ
っ
た
。
以
下
『
伊
勢
』
に
よ
る
尾
崎
批
判
を
具
体
的
に
み
る
。
同
紙
に
お
け
る
尾
崎
批
判
は
二
つ
の
論
拠
、

す
な
わ
ち
第
一
に
門
野
の
学
識
、
第
二
に
尾
崎
の
キ
リ
ス
ト
教
問
題
に
基
づ
い
て
い
た
。

第
一
の
論
拠
に
つ
い
て
述
べ
る
。
二
月
に
な
り
門
野
が
自
由
党
候
補
に
確
定
す
る
と
、『
伊
勢
』
が
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。
改
進
派
は

門
野
が
有
力
者
で
あ
り
人
物
の
上
で
も
敵
し
難
く
心
痛
し
て
い
る
が
、「
流
石
は
陰
険
に
富
み
た
る
」
だ
け
あ
り
門
野
が
慶
應
義
塾
の
教

頭
で
あ
る
こ
と
を
幸
い
と
し
、
師
恩
を
受
け
た
尾
崎
等
が
恩
師
へ
の
親
切
め
か
し
て
五
区
の
形
勢
を
勝
手
に
書
き
、
勝
て
な
い
以
上
自
由

派
候
補
と
な
る
の
は
得
策
で
な
い
旨
一
月
二
十
九
日
付
の
書
状
を
門
野
に
送
っ
た
。「
実
に
其
卑
劣
手
段
」
に
驚
か
ざ
る
を
得
な（
90
）い。

二
月
中
旬
に
『
伊
勢
』
は
、
次
の
よ
う
に
報
道
し
た
。
二
月
十
日
の
演
説
会
で
門
野
は
自
由
主
義
と
い
う
題
目
の
演
説
を
行
っ
た
が
、

誰
も
が
門
野
の
博
学
に
感
じ
、「
日
本
の
大
学
者
」
を
選
挙
し
我
区
の
議
員
に
す
る
こ
と
は
「
実
に
名
誉
」
で
あ
る
と
叫
ぶ
も
の
が
あ
っ（
91
）た。

同
紙
は
次
の
よ
う
に
も
報
道
す
る
。
特
別
広
告
に
も
あ
る
よ
う
に
門
野
・
奥
野
を
第
五
区
自
由
党
候
補
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
に
決
し
両

者
の
快
諾
を
得
た
が
、
門
野
は
「
博
覧
強
記
」
に
し
て
慶
應
義
塾
卒
業
後
土
佐
の
立
志
社
で
自
由
主
義
の
培
養
に
尽
力
し
た
。「
博
士
以

上
の
学
識
」
を
持
ち
慶
應
義
塾
教
頭
と
な
り
、「
学
者
社
会
に
嘖
々
の
名
誉
」
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
も
っ
て
選
挙
運
動
を
す（
92
）る。

『
伊
勢
』
の
一
連
の
報
道
は
、
尾
崎
の
恩
師
で
あ
る
門
野
の
「
博
覧
強
記
」
や
「
学
識
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
『
伊
勢
』
は
門
野
の
経
歴
を
次
の
よ
う
に
詳
細
に
紹
介
す
る
。

鳥
羽
藩
家
臣
と
い
う
名
門
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
慶
應
義
塾
に
入
り
、
童
子
局
長
の
時
尾
崎
が
入
塾
し
た
。
尾

崎
は
命
令
に
従
わ
ず
戒
め
て
も
改
め
ず
、
童
子
局
よ
り
追
放
さ
れ
た
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
、
同
七
年
頃
福
澤
諭
吉
と
我
が
国
初
の
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演
説
を
し
て
お
り
、「
文
明
の
事
業
に
大
功
」
が
あ
る
。
立
志
社
で
教
育
し
立
憲
政
治
扶
植
の
大
任
に
あ
た
り
、
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）

年
、
慶
應
義
塾
教
師
と
な
っ
た
。
改
進
党
創
立
に
参
加
し
た
が
、
自
由
・
進
歩
主
義
を
唱
え
て
も
人
爵
・
階
級
を
重
ん
ず
る
「
弊
風
」
が

あ
る
た
め
同
党
と
絶
縁
し
た
。
以
後
教
育
に
任
じ
英
・
独
・
仏
三
学
を
修
め
、「
博
覧
強
記
、
真
個
に
当
世
大
学
者
の
一
に
居
れ
り
」。
慶

應
義
塾
大
学
部
創
立
に
あ
た
り
学
務
総
長
と
な
り
、
日
本
が
尊
重
す
べ
き
「
大
器
」
で
あ
る
。
現
在
政
弊
革
新
を
欲
し
、
三
重
県
自
由
党

が
推
し
て
立
候
補
し
た
。「
三
重
県
の
名
誉
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
日
本
社
会
の
名
誉
」
で
も
あ（
93
）る。

門
野
出
馬
確
定
後
の
一
連
の
『
伊
勢
』
の
報
道
は
、
尾
崎
と
の
師
弟
関
係
、
門
野
の
学
識
や
「
博
覧
強
記
」
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
と

同
時
に
、
こ
れ
ら
を
第
一
の
論
拠
に
改
進
党
や
尾
崎
を
批
判
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
尾
崎
批
判
の
第
二
の
論
拠
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
伊
勢
』
は
、
尾
崎
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
す
る
批
判
を
、
次
の
よ
う
に
段

階
的
に
展
開
し
た
。『
三
重
』
は
門
野
出
馬
を
受
け
「
偬
惶
狼
狽
」
し
門
野
を
「
外
教
信
者
」
と
し
て
「
神
都
の
民
心
」
を
「
蠱
惑
」
し

て
い
る
が
、
憲
法
で
宗
教
の
自
由
は
担
保
さ
れ
て
い
る
。
門
野
は
外
教
布
教
に
尽
力
し
た
こ
と
は
な
く
、
門
野
の
博
識
は
外
教
が
と
る
に

足
ら
な
い
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
。
政
教
分
離
の
今
日
こ
の
よ
う
な
「
惑
説
」
で
信
任
を
左
右
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
は
信
じ
な
い
が
、

『
三
重
』
の
「
誣
妄
」
を
表
明
し
て
お（
94
）く。
つ
ま
り
『
伊
勢
』
は
第
一
段
階
と
し
て
、『
三
重
』
が
門
野
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
断

じ
た
こ
と
を
「
惑
説
」、「
蠱
惑
」（
こ
わ
く
）、
つ
ま
り
人
心
を
惑
わ
す
と
し
て
反
論
す
る
の
で
あ
る
。

『
伊
勢
』
は
同
様
の
反
論
を
次
の
よ
う
に
続
け
た
。
改
進
党
の
「
鼠
輩
」
は
甚
だ
し
く
窮
し
た
の
か
、
信
仰
の
自
由
は
憲
法
が
保
障
し

政
治
家
が
容
喙
す
る
所
で
は
な
い
の
に
、『
三
重
』
は
門
野
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
誣
い
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
第
五
区
か
ら
出
す
の
は
神
都

を
汚
す
も
の
と
断
言
し
た
。
政
教
の
混
同
を
是
認
す
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
「
鼠
輩
」
は
政
治
社
会
よ
り
放
逐
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々

は
「
痛
憤
一
番
鼠
輩
の
面
上
に
唾
せ
ん
と
欲
す（
95
）る」。
ま
た
次
の
よ
う
に
尾
崎
を
批
判
す
る
。「
学
堂
先
生
」
は
『
三
重
』
で
伊
藤
内
閣
に

よ
る
選
挙
干
渉
を
批
判
し
て
い
る
が
、「
学
堂
一
味
」
は
「
狗
鼠
ア
ー
メ
ン
風
」
を
吹
か
せ
、
あ
り
も
し
な
い
不
実
を
伝
え
て
い
る
。
他
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人
の
干
渉
を
咎
め
自
己
の
干
渉
は
咎
め
な
い
の
は
「
得
手
勝
手
の
甚
だ
し
き（
96
）や」。
尾
崎
へ
の
批
判
だ
け
で
な
く
、
伊
勢
神
宮
を
擁
す
る

「
神
都
」
五
区
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
撥
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
、『
三
重
』
が
門
野
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
「
惑
説
」
を
主
張
し
て
い
る
と
す
る
、『
伊
勢
』
の
尾
崎
や
「
学
堂
一
味
」
へ

の
第
一
段
階
の
批
判
で
あ
る
。
第
二
段
階
と
し
て
同
紙
は
、
尾
崎
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
た
。『
伊
勢
』
は
次
の
よ

う
に
伝
え
た
。
門
野
が
候
補
と
な
る
や
「
無
鳥
郷
の
蝙
蝠
」
尾
崎
は
そ
の
名
が
門
野
に
よ
り
圧
せ
ら
れ
、「
例
の
中
傷
」
が
「
追
窮
せ
ら

れ
た
る
鼬
の
放
屁
」
の
よ
う
に
放
た
れ
た
。「
窮
犬
新
聞
」
で
あ
る
『
三
重
』
は
門
野
を
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
、
自
分
が
推
す
尾
崎
が

東
京
麻
布
の
聖
安
特
烈
教
会
で
洗
礼
を
受
け
た
「
真
純
な
る
ア
ー
メ
ン
者
流
」
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
実
に
豕
を
抱
い

て
臭
を
知
ら
ず
」
で
あ
り
「
自
分
の
放
屁
」
は
臭
く
な
い
の（
97
）か。
尾
崎
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
た
だ
け
で
な
く
、「
無

鳥
郷
の
蝙
蝠
」（
と
り
な
き
さ
と
の
こ
う
も
り
。
強
者
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
自
儘
に
ふ
る
ま
う
弱
者
の
意
）、「
放
屁
」
と
い
う
文
言
を
使

用
し
て
ま
で
尾
崎
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

自
由
党
も
ま
た
、
尾
崎
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
二
月
九
日
、
門
野
・
溝
口
が
選
挙
区
入
り
し
度
会
郡
宇

治
山
田
町
で
歓
迎
会
が
開
か
れ
た
。
栗
原
亮
一
が
二
人
を
紹
介
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
演
説
し
た
。「
卑
屈
陰
険
な
る
反
対
党
」
は
『
三

重
』
に
よ
り
自
由
党
を
「
罵
詈
」
さ
せ
、「
甚
し
き
に
至
つ
て
は
」
門
野
を
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
よ
う
に
言
い
ふ
ら
し
、「
反
対
党
の
十
八

番
た
る
中
傷
」
を
試
み
さ
せ
た
が
、
門
野
は
哲
学
者
で
あ
る
た
め
、
宗
教
を
崇
拝
す
る
こ
と
は
な
い
。
門
野
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い

こ
と
を
自
分
が
保
証
す
る
。
尾
崎
は
東
京
市
麻
布
区
の
キ
リ
ス
ト
教
会
聖
安
特
烈
教
会
で
、
洗
礼
を
受
け
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
門
野

を
外
教
信
者
で
あ
る
と
「
中
傷
す
る
反
対
派
」
の
尾
崎
こ
そ
、「
実
に
隠
れ
も
な
き
耶
蘇
教
信
者
」
で
あ（
98
）る。

つ
ま
り
栗
原
は
洗
礼
を
受
け
た
教
会
名
ま
で
明
示
し
、
尾
崎
こ
そ
が
「
隠
れ
も
な
き
」
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ

ら
に
『
伊
勢
』
は
尾
崎
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
、
詳
細
に
報
じ
た
。
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第
五
区
改
進
党
員
は
門
野
を
傷
つ
け
る
欠
点
が
な
く
「
中
傷
の
策
」
が
尽
き
、
遂
に
門
野
を
「
ア
ー
メ
ン
信
者
」
と
誣
い
た
が
「
陋
劣

は
既
に
破
蒙
」
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
術
計
」
に
陥
り
門
野
を
「
宗
教
者
視
す
る
の
盲
者
」
が
い
る
の
か
。
好
友
会
が
「
天
帝
」
と
仰

ぐ
尾
崎
は
東
京
市
麻
布
区
の
聖
安
特
烈
教
会
で
洗
礼
を
受
け
信
徒
名
簿
に
名
前
が
あ
る
。
そ
の
証
拠
は
正
義
会
の
手
に
あ
る
が
、
自
由
党

は
政
教
分
離
を
是
認
す
る
た
め
言
わ
な
か
っ
た
。
尾
崎
は
門
野
に
人
物
、
才
学
、
智
徳
と
も
に
及
ば
な
い
だ
け
で
な
く
、
門
野
は
「
土
着

の
名
族
」
で
あ
り
、
門
野
は
師
で
あ
り
尾
崎
は
弟
子
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
は
戦
わ
ず
し
て
負
け
る
の
状
を
呈
し
て
お
り
、
遂
に
宗
教
に

よ
り
選
挙
人
の
気
持
ち
を
奪
お
う
と
し
て
、
却
っ
て
尾
崎
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
隠
せ
な
く
な
っ
た
。
改
進
派
が
改
め
な
け
れ

ば
、
そ
の
実
証
を
発
表
す（
99
）る。

か
よ
う
に
『
伊
勢
』
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
問
題
で
集
中
的
に
批
判
を
受
け
て
い
る
尾
崎
を
『
東
京
日
日
新
聞
』
は
、
尾
崎
は
「
重
囲
に
陥

り
策
尽
き
力
極
て
忿
」
を
福
澤
に
漏
ら
し
た
、
と
報
じ（
100
）た。

尾
崎
の
窮
状
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

予
告
の
約
一
週
間
後
『
伊
勢
』
は
、
尾
崎
が
洗
礼
を
受
け
た
経
緯
を
、
次
の
よ
う
に
詳
細
に
報
じ
た
。

「
反
対
派
」
は
自
己
候
補
が
外
教
徒
で
あ
る
た
め
、
外
教
徒
で
は
な
い
門
野
を
誣
い
て
第
五
区
区
民
を
欺
こ
う
と
し
「
政
教
混
合
の
非

理
夢
中
に
迷
ふ
」
に
至
り
、
我
々
は
宗
教
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
尾
崎
は
明
治
七
年
十
二
月
二
十
五
日
、
日
本
人
の
「
ヤ
マ
ト
キ

ヨ
シ
」
の
紹
介
で
英
国
国
教
会
神
父
ア
ル
チ
デ
ロ
ン
・
シ
ョ
ウ
を
教
父
と
し
麻
布
の
安
特
烈
教
会
堂
で
洗
礼
を
受
け
、
キ
リ
ス
ト
教
十
二

大
使
徒
の
一
人
「
馬
太
」
と
命
名
さ
れ
た
。
尾
崎
は
キ
リ
ス
ト
の
「
純
粋
無
二
の
徒
弟
た
る
べ
き
を
誓
ひ
」、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
今

に
至
る
。
第
五
区
は
「
神
国
祖
神
の
蹟
」
が
あ
る
「
神
区
」
で
あ
る
。
改
進
派
は
キ
リ
ス
ト
の
「
徒
弟
」
尾
崎
を
候
補
と
す
る
が
、
同
派

は
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
選
出
す
る
の
は
選
挙
区
の
「
汚
辱
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
か
。
自
ら
を
欺
き
人
を
欺
き
、
天
下
を

欺
く
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
や
門
野
は
「
哲
学
者
」
で
あ
り
、
そ
の
「
高
き
眼
識
」
は
宗
教
を
信
じ
な（
101
）い。

つ
ま
り
『
伊
勢
』
は
、
受
洗
の
年
月
日
、
紹
介
者
、
洗
礼
を
授
け
た
教
父
の
名
前
や
洗
礼
名
ま
で
も
明
ら
か
に
し
て
、
尾
崎
を
批
判
し
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た
。
選
挙
戦
終
盤
に
も
、『
伊
勢
』
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
面
で
の
尾
崎
へ
の
批
判
が
次
の
よ
う
に
続
い
た
。

伊
勢
神
宮
や
敬
神
家
の
有
権
者
は
従
来
白
井
清
栄
門
等
と
親
密
で
あ
る
も
の
が
少
な
く
な
く
、白
井
の
依
頼
に
よ
り「
義
理
に
迫
ら
れ
」

尾
崎
に
投
票
す
る
考
え
で
あ
っ
た
。
門
野
が
候
補
と
な
る
と
尾
崎
が
徳
望
・
学
識
・
経
験
と
も
に
門
野
に
及
ば
な
い
の
を
見
て
、「
陰
険

党
の
者
共
」
は
門
野
を
傷
つ
け
よ
う
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
う
「
虚
説
を
捏
造
」
し
選
挙
人
を
欺
こ
う
と
し
た
。
天
網
恢
恢
疎
に
し

て
漏
ら
さ
ず
、
人
を
呪
わ
ば
穴
二
つ
で
あ
り
、
門
野
を
誣
い
た
尾
崎
こ
そ
東
京
麻
布
の
安
特
烈
教
会
で
洗
礼
を
受
け
た
「
耶
蘇
信
者
」
で
、

十
二
使
徒
マ
タ
イ
の
「
戒
名
」
ま
で
受
け
た
こ
と
が
発
覚
し
、
そ
の
年
月
、
紹
介
人
、
教
会
ま
で
暴
露
さ
れ
、
敬
神
家
有
権
者
を
始
め
宇

治
山
田
町
の
人
々
は
尾
崎
派
の
行
動
を
憎
み
、
神
国
・
祖
神
の
「
神
区
」
よ
り
「
ク
リ
ス
ト
の
徒
弟
聖
馬
太
」
を
推
し
代
表
と
す
る
な
ど

も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
と
し
て
、
皆
白
井
の
依
頼
を
断
り
尾
崎
に
投
票
し
な
い
こ
と
に
し
た
と
い
う
。「
陰
険
中
傷
の
報
」
は
か
く
あ
る

べ
し
と
い
っ
て
も
、「
改
派
の
末
路
も
亦
憐
む
べ
き
」
で
あ（
102
）る。

因
み
に
白
井
は
好
友
会
の
領
袖
で
あ
っ（
103
）た。

尾
崎
だ
け
で
な
く
、
好
友
会
領
袖
ま
で
も
批
判
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
あ
る
い
は
第
六
区
の
選
挙
情
勢
に
絡
め
て
、『
伊
勢
』

は
尾
崎
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。
二
月
二
十
二
日
、「
御
用
紙
」
で
あ
る
『
三
重
』
は
第
六
区
改
進
派
の
事
務
所
に
関
し
誤
報
を
し
た
。

か
つ
て
「
尾
崎
馬
太
」
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
た
め
、
門
野
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
「
捏
造
説
」
を
記
し
た
筆
法
に

倣
っ
て
い
る
。
い
か
に
「
曲
言
枉
筆
」
し
て
も
事
実
は
事
実
で
あ
り
、「
改
進
吏
党
の
如
き
不
明
漢
」
は
い
ざ
知
ら
ず
、
天
下
は
欺
か
れ

な
（
104
）

い
。

他
区
情
勢
に
絡
め
て
ま
で
も
、『
伊
勢
』
は
尾
崎
を
批
判
し
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
投
票
日
当
日
に
『
伊
勢
』
は
、
仙
人
に
よ
る
第
一

区
か
ら
第
六
区
ま
で
の
選
挙
予
測
と
い
う
体
裁
で
、
次
の
よ
う
に
尾
崎
を
批
判
し
た
。
第
五
区
は
「
尾
崎
の
馬
太
」
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
人
心
は
半
ば
去
っ
た
上
に
「
旧
師
」
門
野
が
立
ち
、「
名
声
、
実
力
と
も
に
相
撲
に
な
ら
ざ
る
有
様
」
で

あ
る
。
人
望
は
選
挙
ご
と
に
「
改
進
宗
」
を
去
り
、
尾
崎
の
威
光
も
つ
い
に
な
く
な
っ
た
。
門
野
が
大
多
数
で
当
選
し
、「
馬
太
」
と
奥
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野
と
の
「
好
き
相
撲
」
だ
が
、
奥
野
は
演
説
が
良
い
上
に
、
国
家
の
為
妻
の
訃
報
に
も
自
若
と
し
て
い
る
た
め
、
選
挙
区
民
の
名
望
は
彼

に
帰
し
、
二
百
票
以
上
の
多
数
で
当
選
す（
105
）る。

つ
ま
り
投
票
日
当
日
に
な
っ
て
も
、『
伊
勢
』
は
キ
リ
ス
ト
教
面
で
の
尾
崎
批
判
を
行
っ

た
。本

章
よ
り
、
全
国
で
の
自
由
・
改
進
両
党
の
対
立
が
三
重
県
第
五
区
で
も
あ
っ
た
こ
と
、
尾
崎
の
『
自
伝
』
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
「
旧
師
」
門
野
の
学
識
を
強
調
し
て
尾
崎
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
、
加
え
て
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
た
事
実
か
ら
も
尾
崎
が
批
判

さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
キ
リ
ス
ト
教
面
で
の
批
判
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
洗
礼
名
ま
で
、
徐
々
に
具
体
例
を
加
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
『
伊
勢
』
は
選
挙
後
、
尾
崎
に
対
し
「
馬
太
」
と
い
う
表
現
は
用
い
な
く
な
っ（
106
）た。

こ
の
点
か
ら
も
、
第
三

回
総
選
挙
時
の
同
紙
に
よ
る
尾
崎
批
判
の
特
異
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
『
伊
勢
』
以
外
で
は
『
時
事
』
が
投
票
日
前
日
、
次
の
よ
う
に
三
重
第
五
区
の
キ
リ
ス
ト
教
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
選
挙
で
は

相
手
に
「
種
々
の
難
癖
」
を
付
け
る
が
、
三
重
五
区
で
は
尾
崎
行
雄
派
が
門
野
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
言
い
ふ
ら
し
て
選
挙
人
の
心
を
動
か

そ
う
と
し
、
門
野
派
は
尾
崎
が
在
塾
中
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
と
詮
索
し
こ
れ
を
吹
聴
し
て
い
る
。「
肝
腎
の
政
策

争
ひ
は
今
は
宗
門
争
ひ
」
と
な
っ
た
よ
う
な
「
奇
談
」
が
あ
る
と
い（
107
）う。

つ
ま
り
『
時
事
』
は
伝
聞
情
報
と
し
て
「
難
癖
」、「
奇
談
」
と

報
じ
て
い
る
。
加
え
て
尾
崎
・
門
野
両
派
の
対
立
と
目
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
『
伊
勢
』
の
尾
崎
批
判
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
次
章
で
は
『
伊
勢
』
に
よ
り
際
立
っ
た
批
判
を
受
け
た
尾
崎
が
、
い
か
な
る
言
動
に
よ
り
第
三
回
総
選
挙
で
当
選
し
た
か
を
み
る
。

四

尾
崎
の
言
動

本
章
で
第
三
回
総
選
挙
に
お
け
る
尾
崎
の
言
動
を
検
討
す
る
が
、
ま
ず
総
選
挙
前
の
尾
崎
の
政
治
活
動
や
主
張
を
み
る
。



平成法政研究 第26巻第1号 140

第
四
議
会
下
の
明
治
二
十
六
年
一
月
十
六（
108
）日、

衆
議
院
で
予
算
案
が
検
討
さ
れ
、
予
算
削
減
を
求
め
る
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
、

渡
辺
国
武
蔵
相
と
の
間
で
問
答
が
あ
っ
た
。「
一
銭
一
厘
タ
リ
ト
モ
」
政
府
原
案
と
違
う
と
行
政
機
関
を
運
営
で
き
ず
、
法
律
上
の
責
務

を
尽
く
せ
な
い
の
か
。「
一
銭
一
厘
タ
リ
ト
モ
」
減
額
で
き
な
い
、「
一
カ
ラ
十
マ
デ
」
不
同
意
と
い
う
「
敵
意
」
を
挟
み
「
喧
嘩
買
ヒ
」

を
し
て
和
衷
協
同
の
実
を
上
げ
ら
れ
る
の
か
。「
喧
嘩
腰
」
で
あ
っ
て
は
和
衷
協
同
が
で
き
な
い
と
い
う
「
破
壊
主
義
」
で
内
閣
は
成
り

立
っ
て
い
る
と
思
う
。
和
衷
協
同
の
実
が
破
れ
た
と
い
っ
て
、
自
分
は
降
壇
す
る
し
か
な（
109
）い。

後
年
、
右
の
尾
崎
の
主
張
は
「
一
銭
一
厘
問
答
」
と
称
さ
れ
て
注
目
を
受（
110
）け、

尾
崎
を
代
表
す
る
演
説
と
位
置
付
け
ら
れ
て
お（
111
）り、

翌

日
に
は
「
押
問
答
時
々
怒
炎
を
噴
き
し
」
と
評
さ
れ
て
い（
112
）た。

あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
、
尾
崎
を
名
指
し
し
て
は
い
な
い
が
、
同
問
答
を

評
す
る
社
説
も
あ
っ
た
。「
徹
頭
徹
尾
一
銭
一
厘
た
り
と
も
同
意
す
る
能
は
ず
と
の
断
言
」、「
徹
頭
徹
尾
一
銭
一
厘
と
雖
も
同
意
す
る
能

は
ず
と
答
弁
」、「
断
々
乎
と
し
て
一
銭
一
厘
と
雖
も
同
意
す
る
能
は
ず
と
答
弁
」
す
る
こ
と
は
「
妙
を
得
た
る
も
の
」
か
否
か
。
内
閣
は

和
衷
協
同
を
望
む
が
、
他
を
責
め
る
だ
け
で
は
和
衷
協
同
を
望
む
こ
と
に
な
ら
な（
113
）い。

か
よ
う
に
注
目
さ
れ
た
尾
崎
の
活
動
は
、
適
時
報
道
さ
れ
た
。
例
え
ば
改
進
党
と
同
党
メ
ン
バ
ー
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
評
す
る
も
の

が
あ
っ
た
。
改
進
党
は
議
会
で
の
駆
け
引
き
は
小
よ
く
大
を
制
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
権
謀
術
数
に
よ
り
他
の
感
情
を
害
す
る
こ
と
が
あ

る
。
尾
崎
・
犬
養
は
「
利
物
」
に
は
違
い
な
い
が
、「
政
府
攻
撃
の
爆
裂
弾
」
で
は
あ
っ
て
も
党
全
体
を
動
か
す
重
み
は
な（
114
）い。

前
述
し

た
徳
島
県
で
の
補
欠
選
挙
の
際
に
は
、
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
た
。
尾
崎
一
行
は
選
挙
区
入
り
を
し
各
所
で
演
説
会
を
開
い
て
い
る
。
自
由

党
の
「
旗
頭
」
で
あ
る
片
岡
健
吉
は
、
尾
崎
の
「
健
舌
に
同
志
の
悩
ま
さ
れ
ん
こ
と
を
恐
れ
」
自
ら
出
張
し（
115
）た。

こ
れ
ら
の
報
道
よ
り
、

尾
崎
の
自
由
党
や
政
府
へ
の
攻
撃
力
、
と
り
わ
け
「
健
舌
」
が
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

前
述
の
如
く
改
進
党
は
党
勢
拡
張
の
為
各
地
で
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
お
り
、「
健
舌
」
が
注
目
さ
れ
た
尾
崎
は
、
自

身
の
選
挙
区
や
新
潟
県
で
演
説
を
行
っ
て
い
た
。
表
3
は
明
治
二
十
六
年
六
月
か
ら
七
月
ま
で
の
一
か
月
足
ら
ず
に
、
尾
崎
が
三
重
第
五
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備考

「三更」過ぎ

午後12時過
午後10時頃
午後7時半頃

警官より注意
午後12時頃

午後12時頃
午後9時過ぎ
学術演説会
午後11時
午後12時

警官より注意
談話会

午後12時過ぎ
午前1時頃
午前2時頃

好友会総会
午前1時

午後10時

演題・演説内容
「第四議会の経過に就て」

第四議会の経過
第四議会の経過
第四議会の経過

第四議会の経過
「議会の顚末」

「我党の三大政策」

「第四議会の経過」
成年男子の服膺すべき事項

「風俗の改良」

送別会

場所
度会郡中川村
度会郡七保村
度会郡瀧原村
度会郡柏崎村
北牟婁郡長島村
北牟婁郡相賀村
南牟婁郡木本町
南牟婁郡阿田和村

和歌山県東牟婁郡新宮町

南牟婁郡荒阪村
度会郡吉津村
度会郡吉津村
度会郡中島村
度会郡南海村
度会郡穂原村
度会郡五カ所村
度会郡神原村
英虞郡鵜方村
英虞郡波切村
答志郡加茂村

度会郡田丸町

度会郡宇治山田町

日付
6月17日
6月18日
6月18日
6月19日
6月20日
6月21日
6月24日
6月25日

6月27日

6月28日
6月29日
6月30日
6月30日
7月1日
7月2日
7月2日
7月3日
7月3日
7月4日
7月5日

7月7日

7月9日

表3 尾崎行雄の三重県第5区演説一覧

・「尾崎代議士の報告演説」（『党報』第12号＜明治26年7月5日＞所収）、「尾崎代議士の報告演説
（続）」（『党報』第13号＜明治26年7月25日＞所収）より作成。
・演題が明記されている場合は「」を付し、演説内容が記されている場合は「」を付さず、演説
内容に言及していない場合は空欄とした。
・備考欄の時刻は、懇親会終了時刻である。
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区
で
実
施
し
た
演
説
会
の
概
要
で
あ
る
。
度
会
郡
を
中
心
に
各
郡
を
回
り
、
和
歌
山
県
で
も
演
説
会
を
行
っ
て
い
る
。
演
説
内
容
は
主
と

し
て
第
四
議
会
の
概
要
で
あ
り
、
時
に
は
臨
席
警
官
の
注
意
を
受
け
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
演
説
会
後
の
懇
親
会
の
終
了
時
刻
で
あ

る
。
深
夜
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
時
に
は
午
前
一
時
、
同
二
時
ま
で
懇
親
会
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

表
4
は
明
治
二
十
六
年
九
月
か
ら
十
月
ま
で
の
一
か
月
間
、
尾
崎
が
田
中
正
造
と
新
潟
県
で
行
っ
た
演
説
会
の
概
要
で
あ
る
。
尾
崎
の

演
説
内
容
は
立
憲
政
治
を
始
め
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
尾
崎
の
演
説
中
に
暴
漢
が
登
壇
し
、
あ
る
い
は
田
中
が
臨
席
警
官
か
ら
中
止
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
懇
親
会
終
了
時
刻
が
深
夜
十
二
時
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
半
は
早
け
れ
ば
夕
刻
、
遅
く
と
も
午

後
十
時
で
あ
る
。
つ
ま
り
三
重
・
新
潟
両
県
に
お
け
る
演
説
・
懇
親
会
の
比
較
よ
り
、
三
重
第
五
区
に
お
け
る
地
盤
形
成
に
向
け
て
の
尾

崎
の
尽
力
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
因
み
に
明
治
二
十
六
年
七
・
八
両
月
間
に
お
け
る
改
進
党
の
新
加
盟
者
は
一
六
三
八
人
で
あ
る

が
、
三
重
県
で
の
新
加
盟
者
は
七
五
一
人
（
約
四
六
％
）
で
あ
っ（
116
）た。

ま
た
『
党
報
』
第
十
三
号
（
明
治
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
）
に

よ
れ
ば
、
尾
崎
は
東
海
三
県
で
三
十
八
回
演
説
を
し
、
新
入
党
者
を
五
百
十
二
名
獲
得
し（
117
）た。

か
よ
う
に
各
地
で
「
健
舌
」
を
発
揮
し
た
尾
崎
の
選
挙
戦
は
、
次
の
通
り
報
じ
ら
れ
た
。
明
治
二
十
七
年
一
月
十
一
日
頃
尾
崎
は
帰
県

し
、
三
重
県
で
の
選
挙
運
動
を
始
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い（
118
）た。

実
際
に
は
一
月
中
旬
に
尾
崎
は
、
関
西
で
演
説
会
に
参
加
し
て
い
た

こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
月
十
六
日
、
兵
庫
県
で
改
進
党
の
演
説
会
が
開
か
れ
た
が
、
今
回
総
選
挙
で
起
こ
っ
た
「
正
義

会
と
称
す
る
一
団
」
の
壮
士
三
十
余
名
が
囂
々
と
批
判
し
「
攻
撃
的
評
言
四
辺
に
」
生
じ
、
自
由
党
万
歳
、「
改
進
党
撲
滅
の
声
棟
を
震

は
し
」
弁
士
を
閉
口
さ
せ
、
千
人
の
聴
衆
が
五
十
余
名
と
な
っ
た
。
尾
崎
は
「
立
憲
国
民
」
と
題
し
演
説
し
た
が
、
正
義
会
の
「
批
評
悪

口
紛
々
と
し
て
起
こ
り
」
尾
崎
は
降
壇
し
た
。
犬
養
毅
は
「
政
治
家
の
徳
義
」
と
題
し
講
演
し
た
が
、
交
ぜ
返
さ
れ
「
切
角
の
大
演
説
会

敢
へ
な
く
ド
サ
ク
サ
の
間
に
」
閉
会
と
な
っ（
119
）た。

翌
日
の
演
説
会
は
次
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
た
。
一
月
十
七
日
、
岡
山
県
で
改
進
党
演
説
会
が
開
か
れ
た
。
前
座
弁
士
は
「
例
の
冷
評
」
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備考
「薄暮」に懇親会終了
午後6時懇親会終了
田中への妨害により解散
「点燈」後懇親会終了
午後8時懇親会終了
午後9時頃懇親会終了
午後9時懇親会終了
午後10時懇親会終了
午後10時頃懇親会終了

尾崎演説中暴漢が登壇

「初夜近き頃」懇親会終了

来会者中実業者が多い

午後7時過ぎ懇親会終了

午後10時頃懇親会終了
田中に中止命令

午後10時過ぎ懇親会終了
午後10時過ぎ懇親会終了
午後10時頃懇親会終了

実業懇話会
午後12時懇親会終了
田中に中止命令

別会場で行われた同志懇親会は午
後6時過ぎ終了

午後9時頃懇親会終了

演題・演説内容
「立憲政体の本色」

立憲政体の本色について論ずる

「我党の二大方針」
「我党の二大方針」
「我党の二大方針」

「財政論」

「専制時代の思想を掃蕩せよ」

同日2回目の演説で銀貨問題を詳述

「財政上の二大方針」

財政上の大方針について論ずる

「吾党の二大方針」

日付
9月11日
9月12日
9月13日
9月14日
9月15日
9月16日
9月17日
9月18日
9月20日
9月22日
9月23日
9月24日
9月25日
9月26日
9月27日
9月28日
9月29日
9月30日
10月1日
10月2日

10月3日

10月4日
10月5日
10月6日
10月8日

10月9日

10月10日

10月11日
10月12日

表4 尾崎行雄の新潟県演説一覧

・「新潟県下に於ける尾崎田中両氏の一行」（『党報』第17号＜明治26年9月23日＞所収）、「新潟県
下における尾崎、田中両氏の一行 （承前）」（『党報』第18号＜明治26年10月15日＞所収）、「新
潟県下における尾崎田中両氏の一行 （承前）」（『党報』第19号＜明治26年10月30日＞所収）よ
り作成。
・演題が明記されている場合は「」を付し、演説内容が記されている場合は「」を付さず、演説
内容に言及していない場合は空欄とした。
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に
遭
い
、
尾
崎
が
演
説
中
に
争
闘
が
起
こ
り
、
条
約
励
行
を
説
く
と
中
止
と
な
っ
た
。
犬
養
の
演
説
は
「
批
評
囂
々
」
と
な
り
演
説
を
終

え
な
い
う
ち
に
散
会
と
な
っ（
120
）た。

同
日
の
演
説
会
は
次
の
よ
う
に
も
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
尾
崎
と
犬
養
と
は
妨
害
に
よ
り
「
不
覚
を
取
り

た
る
ぞ
気
の
毒
」
で
あ
る
。
尾
崎
は
「
自
由
党
と
改
進
党
」
と
題
し
二
時
間
ほ
ど
の
「
長
演
説
」
を
行
っ
た
。
妨
害
を
受
け
た
が
「
流
石

改
進
党
の
驍
将
」
で
あ
り
頓
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
尾
崎
が
条
約
励
行
に
言
及
し
、
臨
席
警
部
に
よ
り
中
止
さ
れ
た
。
犬
養
が
詔
勅

に
言
及
す
る
と
、
聴
衆
が
騒
ぎ
演
説
を
終
了
で
き
な
か
っ（
121
）た。

両
日
の
報
道
よ
り
、
尾
崎
が
「
驍
将
」
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
犬
養
と

共
に
自
由
党
に
よ
り
演
説
を
妨
害
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
尾
崎
が
条
約
励
行
に
言
及
し
中
止
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た

い
。次

に
「
健
舌
」
が
注
目
さ
れ
「
驍
将
」
と
さ
れ
た
尾
崎
の
主
張
を
み
る
。
第
三
回
総
選
挙
前
の
明
治
二
十
六
年
五
月
に
、
尾
崎
は
『
内

治
外
交
』
を
出
版
し
て
い
た
。
同
書
は
明
治
二
十
三
年
一
月
か
ら
同
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
十
月
に
発
表
し
た
二
十
四
の
評
論
を
ま
と

め
た
著
作
で
あ
る
が
、「
甚
だ
時
勢
に
適
切
な
る
も
の
多
し
」
と
評
さ
れ
て
い（
122
）た。「

時
勢
に
適
切
」
と
評
さ
れ
た
同
書
の
構
成
は
、
国
威

発
揚
に
関
す
る
も
の
が
四
、
外
交
に
関
す
る
も
の
が
十
一
で
あ
っ
た
。
国
威
発
揚
に
関
す
る
評
論
と
し
て
、
明
治
二
十
三
年
四
月
六
日
に

発
表
し
た
「
帝
国
君
民
の
天
職
」
を
み
る
。

万
世
一
系
の
天
皇
の
下
で
君
民
一
体
と
な
り
、
美
し
い
自
然
が
あ
る
と
い
う「
天
恵
に
浴
す
る
も
の
」は
世
界
に
尽
く
す
べ
き「
天
職
」

が
あ
る
。
そ
れ
は
「
東
洋
自
然
の
盟
主
」
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
東
洋
覇
権
を
握
る
「
天
職
」
を
尽
く
さ
な
い
と
、
東
洋
は
白
色
人
種
に

屈
す
る
こ
と
に
な
る
。「
天
職
」
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
立
憲
政
体
を
完
成
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
。
立
憲
政
体
を
完
成
し
て
欧

米
に
示
す
こ
と
が
、
日
本
の
「
天
職
」
で
あ
り
後
進
国
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
日
本
が
「
自
由
の
大
燈
」
を
極
東
に
上
げ
れ
ば
、
ア
ジ
ア

の
民
衆
は
そ
の
光
明
を
受
け
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
日
本
を
「
自
由
の
伝
道
師
、
立
憲
政
体
の
天
使
」
た
ら
し
む
る
道
で
あ
る
。
日
本
が
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責
任
内
閣
を
完
成
さ
せ
欧
米
に
勝
る
成
績
を
得
れ
ば
、
日
本
の
「
声
誉
」
は
「
一
朝
忽
ち
宇
内
に
嘖
々
た
る
に
至
ら（
123
）ん」。

日
本
が
東
洋
の
盟
主
に
な
る
こ
と
、
立
憲
政
治
体
制
、
と
り
わ
け
政
党
内
閣
を
意
味
す
る
責
任
内
閣
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
「
天
職
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
外
交
に
関
す
る
評
論
を
み
る
。
外
交
に
関
す
る
評
論
は
朝
鮮
半
島
問
題
を
除
け
ば
条
約
改
正
、
と
り
わ
け
内
地
雑
居
や
土
地
所
有

に
関
す
る
も
の
で
あ（
124
）る。

条
約
改
正
に
関
す
る
評
論
と
し
て
、
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日
に
発
表
し
た
「
攘
夷
思
想
と
条
約
問
題
」

を
み
る
。

「
政
治
家
の
要
は
時
勢
民
情
を
洞
察
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
内
地
雑
居
・
土
地
所
有
を
認
め
れ
ば
各
地
の
土
地
・
産
業
を
欧
米
人
に
占

取
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
憂
慮
す
る
者
は
、「
畏
怖
的
鎖
国
論
者
」
で
あ
る
。
日
本
は
「
堂
々
た
る
天
下
の
大
国
」
で
あ
り
国
民
に
は
智

勇
が
あ
り
、
欧
米
人
と
対
抗
で
き
る
。「
世
の
小
胆
者
流
」
は
欧
米
人
を
「
悪
鬼
」
の
よ
う
に
畏
怖
し
、
対
抗
で
き
な
い
と
妄
想
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
「
恐
怖
的
攘
夷
家
」
が
勢
力
を
占
め
る
以
上
、
そ
の
勢
力
の
大
小
を
計
算
し
、
他
の
勢
力
を
参
酌
し
、
条
約
改
正
方
針
を

決
め
る
こ
と
を
当
局
者
に
希
望
す（
125
）る。

前
述
し
た
「
天
職
」
観
に
基
づ
き
、
内
地
雑
居
・
土
地
所
有
を
批
判
す
る
者
を
「
畏
怖
的
鎖
国
論
者
」、「
小
胆
者
流
」、「
恐
怖
的
攘
夷

家
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
時
勢
を
み
る
こ
と
が
「
政
治
家
の
要
」
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

以
上
の
如
く
第
三
回
総
選
挙
前
に
、
立
憲
政
治
論
や
内
地
雑
居
論
を
展
開
し
て
い
た
尾
崎
が
、
選
挙
戦
で
如
何
な
る
主
張
を
し
た
か
を

次
に
み
る
。
衆
議
院
解
散
後
の
明
治
二
十
七
年
年
頭
に
尾
崎
は
、
天
皇
を
「
責
任
以
上
の
高
地
」
に
立
た
せ
る
立
憲
政
治
体
制
は
「
帝
室

の
尊
栄
」
を
維
持
す
る
の
に
「
最
も
実
効
あ
る
」
も
の
と
し
て
、
天
皇
に
詔
勅
を
請
う
伊
藤
首
相
を
批
判
し（
126
）た。

立
憲
政
治
体
制
を
求
め

る
点
で
総
選
挙
前
と
変
化
は
な
い
。

し
か
し
、
か
つ
て
内
地
雑
居
論
を
主
張
し
て
い
た
尾
崎
が
選
挙
戦
で
は
内
地
雑
居
論
を
否
定
す
る
条
約
励
行
論
へ
と
転
ず
る
。
か
よ
う
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な
変
化
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
改
進
党
が
条
約
励
行
論
を
採
用
し
た
こ
と
に
加
え
、
条
約
励
行
を
求
め
る
「
時
勢
」
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

前
述
の
如
く
選
挙
運
動
中
の
演
説
会
で
尾
崎
は
条
約
励
行
論
や
千
島
艦
事
件
に
言
及
し
て
演
説
中
止
と
な
っ
て
お
り
、
尾
崎
自
身
が
演
説

中
止
を
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
千
島
艦
事
件
や
条
約
励
行
問
題
に
つ
い
て
民
党
候
補
が
言
及
す
る
と
、
直
ち
に
禁

じ
ら
れ
る
。
自
分
は
最
近
各
地
を
巡
遊
し
公
開
演
説
で
こ
う
し
た
事
実
を
目
撃
し
て
い
る
。
立
憲
政
体
は
「
言
論
政
体
」
で
あ
り
言
論
の

自
由
を
敬
重
し
な
い
と
い
け
な
い
が
、
第
五
議
会
の
「
最
大
問
題
」
で
あ
る
千
島
艦
事
件
や
条
約
励
行
問
題
に
言
及
す
る
と
演
説
を
中
止

に
す（
127
）る。

さ
ら
に
『
党
報
』
第
二
十
六
号
（
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日
）
に
尾
崎
は
、
次
の
よ
う
な
評
論
も
発
表
し
て
い
た
。

立
憲
政
体
の
「
神
髄
」
は
国
会
に
あ
り
、
選
挙
は
立
憲
国
民
の
「
最
大
責
任
」
で
あ
る
。
国
会
は
輿
論
を
代
表
さ
せ
る
た
め
開
い
た
も

の
で
あ
り
、
輿
論
を
代
表
す
る
こ
と
が
議
員
の
職
分
で
あ
る
。
国
会
の
多
数
が
輿
論
に
背
け
ば
、
解
散
し
て
輿
論
を
代
表
す
る
議
員
を
選

ば
な
い
と
い
け
な
い
。
伊
藤
内
閣
に
よ
る
解
散
に
は
、
国
会
が
輿
論
に
背
い
た
と
信
ず
べ
き
理
由
が
な
い
。
自
分
は
改
進
党
、
同
盟
倶
楽

部
、
同
志
倶
楽
部
の
民
党
三
派
は
輿
論
を
代
表
し
た
も
の
と
み
て
お
り
、
三
派
が
次
の
議
会
で
過
半
数
を
取
る
こ
と
を
望
む
。「
経
費
節

減
、
民
力
休
養
、
弊
政
革
新
、
国
権
拡
張
等
の
大
事
業
」
は
民
党
三
派
に
よ
り
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
の
総
選
挙
は
民
吏
両
党

に
と
り
「
最
後
の
大
決
戦
」
で
あ
る
。「
曰
く
経
費
節
減
、
曰
く
民
力
休
養
、
曰
く
弊
政
革
新
、
曰
く
国
権
拡
張
」、
こ
れ
ら
は
民
党
三
派

が
天
地
神
明
に
誓
い
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
党
が
「
条
約
励
行
の
建
議
案
及
び
千
島
艦
訴
訟
事
件
の
上
奏
」
に
反
対
を

決
め
た
こ
と
は
自
党
の
「
宿
説
」
を
放
棄
し
、
藩
閥
政
府
に
「
投
降
し
た
る
の
明
証
」
で
あ（
128
）る。

つ
ま
り
尾
崎
は
、
立
憲
政
治
に
お
け
る
国
会
や
選
挙
の
重
要
性
と
解
散
の
意
義
と
を
説
明
し
、
輿
論
を
代
表
す
る
民
党
三
派
が
、「
最

後
の
大
決
戦
」
で
あ
る
第
三
回
総
選
挙
で
過
半
数
を
獲
得
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
直
截
に
は
外
交
問
題
、
と
り
わ
け
条
約

励
行
問
題
に
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
自
由
党
批
判
の
文
脈
で
条
約
励
行
建
議
案
に
言
及
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
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こ
の
点
は
『
党
報
』
同
号
の
他
の
論
調
と
対
照
的
で
あ
る
。『
党
報
』
は
巻
頭
論
文
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
条
約
励
行
に
関
し
国
論
が

帰
す
る
所
は
己
に
定
ま
っ
て
い
る
。
政
府
は
条
約
励
行
建
議
案
に
つ
い
て
一
回
も
議
会
に
思
う
と
こ
ろ
を
尽
く
さ
せ
な
い
だ
け
で
な
く
、

停
会
・
解
散
と
し
た
。
開
国
進
取
の
国
是
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
散
理
由
と
し
た
の
は
、「
本
末
を
顚
倒
す
る
の
太
甚
だ
し

き
も
の
」
で
は
な
い（
129
）か。

つ
ま
り
右
の
巻
頭
論
文
は
改
進
党
の
総
意
と
し
て
、
明
確
に
条
約
励
行
論
を
主
張
し
て
い
る
。

改
進
党
幹
部
高
田
早
苗
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
現
行
条
約
を
励
行
せ
ず
日
本
人
だ
け
が
「
汚
辱
」、「
不
便
」
を
受
け
、
現
行
条
約
が
禁

じ
て
い
る
こ
と
を
外
国
人
に
自
由
に
さ
せ
た
な
ら
、
外
国
人
の
み
に
利
益
が
あ
り
条
約
改
正
が
で
き
な
い
。
条
約
励
行
案
に
賛
成
し
て
不

都
合
が
あ
る
の
か
。
陸
奥
外
相
の
演
説
に
「
毫
末
理
由
な
し
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な（
130
）い。

つ
ま
り
高
田
は
、
条
約
励
行
を
明
確
に
求
め
る

だ
け
で
な
く
、
全
く
理
由
が
な
い
と
し
て
陸
奥
外
相
を
批
判
し
て
い
る
。

明
治
二
十
六
年
十
一
月
、
改
進
党
が
条
約
励
行
を
決
議
し
た
以
上
、
改
進
党
の
主
要
構
成
員
で
あ
る
尾
崎
は
直
截
に
条
約
励
行
を
求
め

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
如
く
演
説
会
で
条
約
励
行
に
言
及
し
中
止
を
命
じ
ら
れ
た
以
上
、
条
約
励
行
言
及
に
慎
重
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

本
章
よ
り
、「
健
舌
」
を
評
価
さ
れ
た
尾
崎
は
第
三
回
総
選
挙
前
に
各
地
で
演
説
を
行
い
三
重
県
で
は
党
勢
拡
張
に
貢
献
し
て
い
た
こ

と
、
総
選
挙
前
後
で
立
憲
政
治
体
制
を
求
め
る
点
で
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
、
総
選
挙
前
に
内
地
雑
居
を
求
め
て
い
た
尾
崎
が
選
挙
戦
で

は
条
約
励
行
に
言
及
し
た
も
の
の
、
改
進
党
の
他
の
論
者
ほ
ど
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
内
地
雑
居
論
か
ら
離
脱

し
現
行
条
約
励
行
論
に
言
及
し
た
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
主
張
の
転
換
で
あ
っ
た
。
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五

結
び

第
五
議
会
以
後
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
自
由
党
と
改
進
党
と
の
対
立
は
、
三
重
県
で
も
生
じ
て
い
た
。
か
よ
う
な
対
立
を
背
景
に
第
三

回
総
選
挙
で
は
三
重
県
第
五
区
に
お
い
て
、「
驍
将
」
と
目
さ
れ
た
尾
崎
に
対
し
、
自
由
党
機
関
紙
『
伊
勢
』
に
よ
る
批
判
が
集
中
し
て

い
た
。
し
か
し
「
健
舌
」
を
評
価
さ
れ
た
尾
崎
は
、
積
極
的
に
演
説
を
行
い
党
勢
拡
張
に
貢
献
し
、
改
進
党
の
条
約
励
行
方
針
に
は
程
遠

い
言
論
を
展
開
し
つ
つ
、
三
回
目
の
当
選
を
果
た
し
た
。
自
伝
や
伝
記
が
指
摘
す
る
門
野
と
の
師
弟
関
係
に
加
え
、
こ
れ
ら
が
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
批
判
に
よ
り
苦
戦
し
た
も
の
の
、
総
選
挙
前
に
第
五
区
で
行
っ
た
演
説
・
懇
親
会
に
よ
り
、
先
行
研
究
が
指

摘
す
る
「
基
礎
的
な
地
盤
」、「
改
進
党
の
牙
城
」
を
築
い
た
上
で
の
当
選
と
い
え
よ
う
。

地
盤
確
立
に
加
え
、
条
約
励
行
論
と
い
う
時
勢
に
適
合
し
た
こ
と
も
、
第
三
回
総
選
挙
で
の
勝
因
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
付
言
す
る
。

第
三
回
総
選
挙
で
尾
崎
は
、
改
進
党
の
方
針
や
条
約
励
行
論
と
い
う
時
勢
に
従
い
、
従
来
の
内
地
雑
居
論
か
ら
離
脱
し
条
約
励
行
論
に
言

及
し
た
。
自
著
『
内
治
外
交
』
に
お
い
て
、
時
勢
の
洞
察
を
「
政
治
家
の
要
」
と
し
て
い
た
尾
崎
な
ら
で
は
の
転
換
と
い
え
る
。

﹇
謝
辞
﹈

昨
年
逝
去
さ
れ
た
平
成
国
際
大
学
名
誉
学
長
中
村
勝
範
博
士
は
、
私
の
恩
師
で
あ
る
。
私
の
今
日
が
あ
る
の
は
、
恩
師
の
御

蔭
で
あ
る
。
逝
去
一
年
に
あ
た
り
、
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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【
注
】

（
1
）
第
一
回
総
選
挙
と
尾
崎
行
雄
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
第
一
回
総
選
挙
と
尾
崎
行
雄
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
二
十
四
巻
第
二
号
〈
二
〇
二
〇
年
三

月
二
十
日
〉
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
尾
崎
行
雄
『
日
本
憲
政
史
を
語
る

（
上
）』（
モ
ナ
ス
社
、
昭
和
十
三
年
四
月
十
日
）
二
八
五
―
二
八
七
頁
。

第
二
十
五
回
総
選
挙
前
の
自
伝
で
は
、
第
三
回
総
選
挙
は
「
最
も
苦
し
か
っ
た
三
回
の
選
挙
の
う
ち
の
一
つ
」
で
あ
り
、
他
は
松
方
内
閣
に
よ
る

「
大
干
渉
」
が
あ
っ
た
総
選
挙
と
、
東
條
内
閣
に
よ
る
翼
賛
選
挙
と
で
あ
り
、
そ
の
他
の
総
選
挙
は
「
い
ず
れ
も
平
凡
」
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る

（
尾
崎
行
雄
『
民
権
闘
争
七
十
年
』〈
読
売
新
聞
社
、
昭
和
二
十
七
年
五
月
三
十
日
〉
八
七
頁
）。
翼
賛
選
挙
前
の
自
伝
で
も
、「
苦
し
い
と
思
つ
た
」

の
は
「
大
干
渉
の
時
と
こ
の
時
（
第
三
回
総
選
挙
の
意
―
加
地
注
）
位
」
で
あ
り
、
そ
の
他
は
「
平
々
他
奇
な
し
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
尾
崎

行
雄
『
咢
堂
自
伝
』〈
咢
堂
自
伝
刊
行
会
、
昭
和
十
二
年
二
月
二
十
日
〉
一
六
四
頁
）。
な
お
第
二
回
総
選
挙
と
尾
崎
に
関
し
て
は
拙
稿
「
第
二
回
総

選
挙
と
尾
崎
行
雄
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
二
十
五
巻
第
二
号
〈
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
日
〉
所
収
）
を
、
翼
賛
選
挙
と
尾
崎
に
関
し
て
は
拙
稿
「
翼

賛
選
挙
と
尾
崎
行
雄
―
尾
崎
の
政
治
思
想
と
の
関
連
―
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
九
巻
第
二
号
〈
二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
一
日
〉
所
収
）
を
参
照
の

こ
と
。

（
3
）
第
三
回
総
選
挙
出
馬
の
際
、
溝
口
か
ら
奥
野
に
改
姓
し
た
﹇
渡
辺
穣
「
明
治
期
に
お
け
る
尾
崎
行
雄
の
選
挙
（
二
）
―
好
友
会
の
盛
衰
―
」（『
法

政
史
学
』
第
七
〇
号
〈
平
成
二
〇
年
九
月
〉
所
収
）
六
七
頁
﹈。
以
下
本
稿
で
は
、
適
宜
溝
口
、
奥
野
を
使
い
分
け
て
表
記
す
る
。

（
4
）
伊
佐
秀
雄
『
尾
崎
行
雄
伝
』（
尾
崎
行
雄
伝
刊
行
会
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
二
十
日
）
四
九
四
―
四
九
五
頁
。
た
だ
し
伊
佐
は
別
の
伝
記
で
は
第

三
回
総
選
挙
に
言
及
し
て
い
な
い（『
尾
崎
行
雄
』〈
吉
川
弘
文
館
、
平
成
四
年
十
一
月
二
十
日
〉）。

ま
た
伝
記
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
沢
田
謙
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
第
三
回
総
選
挙
は
尾
崎
に
と
り
「
最
も
苦
し
い
選
挙
」
で
あ
っ
た
。
自

由
党
か
ら
門
野
幾
之
進
が
出
馬
し
た
か
ら
で
あ
る
。
尾
崎
は
慶
應
義
塾
在
学
中
教
師
を
盛
ん
に
虐
め
て
い
た
が
、
ど
う
し
て
も
虐
め
ら
れ
な
い
若
手

の
教
員
が
い
た
。
門
野
で
あ
り
、
尾
崎
自
身
も
偉
い
人
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
さ
よ
う
な
門
野
と
闘
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
こ
ん
な
苦
手
」
は
な

か
っ
た（『
尾
崎
行
雄

上
巻
』〈
尾
崎
行
雄
記
念
財
団
、
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
一
日
〉
二
三
二
―
二
三
三
頁
）。

（
5
）
阪
上
順
夫
『
尾
崎
行
雄
の
選
挙
―
世
界
に
誇
れ
る
咢
堂
選
挙
を
支
え
た
人
々
―
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
二
十
八
日
）
一
四
頁
、
四
八

―
四
九
頁
、
七
〇
―
七
二
頁
。
ま
た
阪
上
順
夫
「
明
る
い
選
挙
と
尾
崎
行
雄
」（『
尾
崎
行
雄
の
政
治
理
念
と
世
界
思
想
の
研
究
』〈
総
合
研
究
開
発
機

構
、
平
成
四
年
八
月
十
日
〉
所
収
）
で
も
、
第
一
回
総
選
挙
か
ら
第
三
回
総
選
挙
で
選
挙
区
で
の
「
基
礎
的
な
地
盤
」
を
築
い
た
と
し
て
い
る
（
九

四
頁
）。

（
6
）
白
井
堯
子
『
福
沢
諭
吉
と
宣
教
師
た
ち
―
知
ら
れ
ざ
る
明
治
期
の
日
英
関
係
』（
未
来
社
、
一
九
九
九
年
六
月
四
日
）
八
二
―
八
三
頁
。
奈
良
岡
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聰
智
「
解
説
―
『
憲
政
の
神
様
』
か
ら
見
た
憲
政
史
」（
尾
崎
行
雄
『
民
権
闘
争
七
十
年

咢
堂
回
想
録
』〈
復
刻
版
・
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一

六
年
七
月
十
一
日
〉
所
収
）
で
は
、
尾
崎
が
慶
應
義
塾
在
学
中
聖
公
会
の
カ
ナ
ダ
人
宣
教
師
で
英
語
教
師
で
も
あ
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ク
ロ
フ

ト
・
シ
ョ
ー
（A

lexander
C
roft
Shaw

）
か
ら
洗
礼
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
こ
の
事
実
が
『
民
権
闘
争
七
十
年
史
』
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

マ
マ

指
摘
し
て
い
る
（
三
五
五
頁
）。
尾
崎
行
雄
「
無
信
仰
論
そ
の
他
」（
昭
和
二
十
六
年
四
月
、『
尾
﨑
咢
堂
全
集

第
十
巻
』〈
公
論
社
、
昭
和
三
十
年

九
月
一
日
〉
七
一
一
頁
）。
尾
崎
の
こ
の
文
章
は
、
白
井
前
掲
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
八
三
頁
）。

（
7
）
前
掲
渡
辺
「
明
治
期
に
お
け
る
尾
崎
行
雄
の
選
挙
（
二
）
―
好
友
会
の
盛
衰
―
」、
五
〇
頁
、
五
二
頁
、
五
四
―
五
五
頁
。

（
8
）
明
治
二
十
六
年
十
月
五
日
付
「
伊
勢
新
聞
と
自
由
党
機
関
」（『
東
朝
』）、「
伊
勢
新
聞
」（『
大
朝
』）、「
伊
勢
新
聞
」（『
伊
勢
』）で
『
伊
勢
』
が
自
由

党
機
関
紙
に
な
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
『
三
重
県
史

通
史
編

近
現
代
1
』（
三
重
県
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
）
一
三
〇
―
一
三
一
頁
。

（
10
）
衆
議
院
・
参
議
院
『
議
会
制
度
百
年
史

帝
国
議
会
史

上
巻
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
平
成
二
年
十
一
月
）
に
は
、
第
五
議
会
か
ら
第
三
回
総
選

挙
に
つ
い
て
『
議
会
制
度
七
十
年
史

帝
国
議
会
史

上
巻
』
と
同
様
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
郡
司
大
尉
に
よ
る
千
島
遠
征
と
福
島
中
佐
に

よ
る
シ
ベ
リ
ア
横
断
と
に
よ
り
国
民
の
士
気
が
昂
揚
し
た
と
の
記
述
は
な
い
。

（
11
）
衆
議
院
・
参
議
院
『
議
会
制
度
七
十
年
史

帝
国
議
会
史

上
巻
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
）
九
七
―
一
〇
二
頁
、
一
一
七
頁
。

（
12
）
宇
野
俊
一
「
Ⅱ

民
党
の
転
換
と
日
清
戦
後
経
営
―
第
五
回
帝
国
議
会
〜
第
一
一
回
帝
国
議
会
―
」（『
日
本
議
会
史
録

1
』〈
第
一
法
規
出
版
、

平
成
三
年
二
月
二
十
五
日
〉
所
収
）
一
四
三
頁
、
一
四
五
―
一
四
八
頁
、
一
五
一
―
一
五
七
頁
。

（
13
）
先
行
研
究
で
は
、
明
治
二
十
六
年
に
政
府
へ
の
攻
撃
が
民
力
休
養
・
政
費
節
減
か
ら
外
交
問
題
に
一
転
し
た
の
は「
明
治
史
上
注
意
す
べ
き
現
象
」

（
深
谷
博
治
『
近
代
日
本
歴
史
講
座

第
四
冊

初
期
議
会
・
条
約
改
正
』〈
白
揚
社
、
昭
和
十
五
年
二
月
十
日
〉
三
一
八
頁
）、
明
治
二
十
六
年
は

千
島
艦
事
件
な
ど
「
外
交
問
題
の
年
」﹇
許
世
楷
「
第
五
代

第
二
次
伊
藤
内
閣
（
自
明
治
二
五
年
八
月
八
日
至
明
治
二
九
年
九
月
一
八
日
）
―
帝

国
主
義
的
発
展
の
基
礎
造
り
―
」（『
日
本
内
閣
史
録

1
』〈
第
一
法
規
出
版
、
昭
和
五
十
六
年
八
月
二
十
日
〉
所
収
）
二
一
〇
頁
﹈
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

（
14
）
酒
田
正
敏
『
近
代
日
本
に
お
け
る
対
外
硬
運
動
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
三
月
十
日
）
で
は
、
第
四
議
会
で
の
自
由
・
改
進

両
党
の
対
立
か
ら
改
進
党
が
孤
立
し
、
新
争
点
形
成
の
必
要
性
か
ら
明
治
二
十
六
年
十
一
月
四
日
の
党
大
会
で
従
来
の
対
等
条
約
に
か
え
現
行
条
約

励
行
を
決
議
し
た
と
し
て
い
る
（
五
二
―
五
四
頁
）。

（
15
）
道
士
「
社
説

冒
険
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
安
月
二
十
五
日
）。

（
16
）
社
説
「
三
将
校
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日
）。
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（
17
）
三
田
商
業
研
究
会
編
『
慶
應
義
塾
出
身
名
流
列
伝
』（
実
業
之
世
界
社
、
明
治
四
十
二
年
六
月
）
三
一
六
頁
。
同
書
で
は
、
貧
書
生
な
が
ら
将
校

と
な
っ
た
「
立
志
編
中
の
好
人
物
」、
千
島
艦
沈
没
の
際
「
大
に
力
む
」
と
評
さ
れ
て
い
る
（
同
頁
）。

（
18
）
社
説
「
郡
司
大
尉
の
発
程
一
周
年
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
三
月
二
十
日
）。

（
19
）
社
告
「
郡
司
大
尉
の
壮
図
に
付
義
捐
金
募
集
」（
明
治
二
十
六
年
四
月
三
十
日
）。

（
20
）
「
郡
司
大
尉
義
捐
物
品
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
六
月
九
日
）。

（
21
）
「
報
效
義
会
に
対
す
る
義
捐
金
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
月
三
日
）。

（
22
）
「
報
效
義
会
義
捐
金
の
募
集
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
月
五
日
）。

（
23
）
「
報
效
義
会
に
付
仙
台
の
義
捐
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
月
四
日
）。

（
24
）
広
告
「
郡
司
大
尉
出
発
の
写
真

郡
司
大
尉
及
び
同
行
有
志
写
真
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
）。

（
25
）
「
福
島
中
佐
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
二
日
）、「
広
告
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
三
日
）。
大
阪
市
で
は
別

業
者
が
同
様
の
ハ
ン
カ
チ
を
販
売
し
た（「
福
島
中
佐
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」〈『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
六
日
〉）。

（
26
）
「
福
島
中
佐
の
木
像
建
設
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
六
日
）。
同
油
絵
展
は
入
場
料
三
銭
で
あ
っ
た
が
（
広
告
「
大
油
絵
縦
覧
会
」〈『
大

朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
四
日
〉）、
縦
覧
無
料
（
入
場
料
三
銭
）、
特
別
券
持
参
の
軍
人
・
小
学
生
無
料
と
な
っ
た
（
広
告
「
福
島
中
佐
名
誉
表

彰
会
附
属
大
油
絵
縦
覧
会
」〈『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
八
日
〉）。

（
27
）
広
告
「
無
臭
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
膏
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日
）。

（
28
）
広
告
「
目
下
赤
痢
及
牛
疫
流
行
ニ
対
ス
大
注
意
必
ズ
一
読
セ
ヨ
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
月
五
日
）。

（
29
）
広
告
「
福
島
中
佐
遠
征
せ
ん
べ
い
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
五
月
二
十
八
日
）。
同
広
告
で
は
一
枚
五
厘
と
さ
れ
て
い
た
が
、
約
一
月
後
に
は
一

枚
五
厘
、
中
型
一
銭
、
大
型
二
銭
と
な
っ
た（「
広
告
」〈『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日
〉）。

（
30
）
広
告
「
福
島
中
佐
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日
）。

（
31
）
「
第
五
議
会
の
論
的
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
）。

（
32
）
「
其
後
は
ド
ウ
な
る
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日
）。

（
33
）
社
説
「
選
挙
人
の
覚
悟
如
何
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
）。

（
34
）
「
総
選
挙
の
大
勢
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
八
日
）。

（
35
）
城
畔
生
「
社
説

国
民
の
意
嚮
如
何
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
三
月
二
日
）。

（
36
）
日
本
の
「
国
家
問
題
」
と
し
て
内
地
雑
居
問
題
よ
り
重
大
な
も
の
は
な
い
、
と
報
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
（
社
説
「
内
地
雑
居
問
題
と
党
議
」〈『
東
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朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日
〉）。

（
37
）
「
売
国
奴
攻
撃
演
説
会
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
一
日
）。

（
38
）
破
扇
子
「
社
説

耶
蘇
教
と
外
人
土
地
所
有
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
六
月
二
十
三
日
）。

（
39
）
「
外
国
人
の
喰
遁
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日
）。

（
40
）
「
治
外
法
権
業
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
五
日
）。

（
41
）
「
治
外
法
権
業
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
七
日
）。

（
42
）
「
横
浜
居
留
地
の
取
締
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
二
日
）。

（
43
）
岡
義
武
「
条
約
改
正
論
議
に
現
わ
れ
た
当
時
の
対
外
意
識
」（
一
九
五
三
年
八
・
九
月
初
出
、『
岡
義
武
著
作
集

第
六
巻

国
民
的
独
立
と
国
家

理
性
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
三
月
五
日
〉
所
収
）
一
四
一
―
一
四
二
頁
。

（
44
）
「
自
由
改
進
二
党
の
乖
離
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
一
月
八
日
）。

マ
マ

（
45
）
「
﨑
玉
県
改
進
党
の
大
会
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
五
月
四
日
）。

（
46
）
「
改
進
党
の
運
動
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
三
月
九
日
）。

（
47
）
「
改
進
党
遊
説
せ
ん
と
す
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
五
月
十
一
日
）。

（
48
）
「
改
進
党
の
遊
説
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
九
日
）。

（
49
）
「
東
京
専
門
学
校
の
講
師
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
十
二
日
）。

（
50
）
「
改
進
党
十
三
州
会
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
月
三
日
）。

（
51
）
「
改
進
党
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日
）。

（
52
）
「
自
由
党
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日
）。

（
53
）
「
総
選
挙
と
自
由
党
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
日
）。

（
54
）
「
自
由
党
の
同
志
打
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
九
日
）。

（
55
）
「
自
由
党
の
候
補
者
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
二
日
）。

（
56
）
「
地
方
民
党
の
内
情
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
四
月
二
十
三
日
）。

（
57
）
「
改
進
自
由
両
派
の
争
闘
（
三
回
）」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
七
月
十
四
日
）。

（
58
）
「
箕
浦
改
進
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
二
日
）。

（
59
）
「
徳
島
県
補
欠
選
挙
と
自
由
改
進
両
党
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
三
日
）。
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（
60
）
「
徳
島
県
第
五
選
挙
区
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
十
二
日
）。

（
61
）
「
徳
島
自
由
党
の
善
後
策
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
十
五
日
）。

（
62
）
「
自
由
党
議
員
増
加
の
仔
細
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
三
月
十
八
日
）。

（
63
）
「
三
重
県
自
由
党
の
臨
時
会
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
六
月
十
五
日
附
録
）。

（
64
）
「
板
垣
伯
を
歓
迎
せ
ず
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
七
月
十
二
日
）。

（
65
）
「
星
自
由
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
二
日
）。

（
66
）
「
星
自
由
の
罵
倒
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
四
日
）。

（
67
）
「
三
重
県
自
由
党
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
三
日
）。『
東
朝
』
は
、
一
月
十
四
日
に
自
由
党
三
重
県
支
部
臨
時
総
会
が
開
か
れ
、
三
重

県
自
由
党
候
補
が
選
定
さ
れ
る
と
報
じ
て
い
た（「
自
由
党
三
重
県
支
部
の
総
会
」、
明
治
二
十
七
年
一
月
十
日
）。

（
68
）
「
各
地
候
補
談

三
重
県
第
五
区
（
改
派
の
魂
胆
）」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
六
日
）。

（
69
）
「
各
地
候
補
談

三
重
県
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
八
日
）。

（
70
）
「
代
議
士
候
補
談

三
重
県
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
九
日
）。

（
71
）
「
三
重
県
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日
）。

（
72
）
「
三
重
の
候
補
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
一
日
）。『
大
朝
』
も
同
趣
旨
の
報
道
を
し
て
い
た（「
候
補
決
」、
明
治
二
十
七
年
二
月
一
日
）。

（
73
）
「
門
野
氏
と
尾
崎
氏
」（『
岐
阜
日
日
新
聞
』〈
以
下
『
岐
日
』〉明
治
二
十
七
年
二
月
一
日
）。

（
74
）
「
三
重
県
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
三
日
）。

（
75
）
「
三
田
老
爺
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
八
日
）。

（
76
）
「
時
事
翁
の
政
治
的
野
心
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
十
日
）。

（
77
）
『
岐
日
』
は
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
た
。
二
月
七
日
付
『
二
六
新
報
』
は
、
福
澤
諭
吉
が
非
雑
居
論
征
伐
の
一
端
と
し
て
慶
應
義
塾
「
第
一
の

学
者
」
で
あ
る
門
野
を
溝
口
と
提
携
さ
せ
出
馬
さ
せ
た
と
し
て
い
る
が
、
門
野
が
候
補
と
な
っ
た
こ
と
よ
り
揣
摩
す
る
「
流
説
」
で
あ
る（「
福
沢
翁

と
其
門
弟
」、
明
治
二
十
七
年
二
月
九
日
）。

（
78
）
「
代
議
士
候
補
談
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
六
日
）。

（
79
）
「
門
野
幾
之
進
氏
」（『
時
事
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
日
）。

（
80
）
「
三
重
県
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
一
日
）。

（
81
）
「
候
補
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
一
日
）、「
三
重
県
の
候
補
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
三
日
）。
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（
82
）
「
各
地
方
選
挙
叢
談

三
重
県
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
六
日
）。

（
83
）
「
競
争
応
援
と
雪
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
四
日
）。

（
84
）
「
板
垣
自
由
と
三
区
の
競
争
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
八
日
）、「
板
垣
伯
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
八
日
）。

（
85
）
「
三
重
県
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
）。
門
野
は
二
月
二
十
一
日
に
帰
京
し
た（「
板
垣
伯
、
門
野
氏
と
第
一
区
」〈『
東
朝
』
明
治

二
十
七
年
二
月
二
十
二
日
〉）。

（
86
）
「
三
重
県
予
報
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
三
月
三
日
）、「
当
選
予
報
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
三
月
三
日
）。『
岐
日
』
も
尾
崎
当
選
を
予
想

し
て
い
る（「
各
府
県
選
挙
の
結
果

又
」〈
明
治
二
十
七
年
三
月
三
日
〉）。

（
87
）
「
三
重
県
第
五
区
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
三
月
六
日
）。

（
88
）
「
三
重
県
自
由
党
の
連
合
運
動
」（『
時
事
』
明
治
二
十
七
年
二
月
四
日
）。

（
89
）
「
代
議
士
候
補
談

三
重
県
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
五
日
）。

（
90
）
「
改
派
の
卑
劣
的
運
動
」（『
伊
勢
』
明
治
二
十
七
年
二
月
二
日
）。

（
91
）
「
政
談
演
説
会
」（『
伊
勢
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
三
日
）。

（
92
）
「
第
二
、
第
五
両
区
候
補
の
確
定
」（『
伊
勢
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
四
日
）。
門
野
・
奥
野
を
第
五
区
自
由
党
候
補
に
推
選
し
両
人
の
承
諾
を
得

た
と
す
る
「
特
別
広
告
」
は
、『
伊
勢
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
四
日
か
ら
投
票
日
の
三
月
一
日
ま
で
、
二
月
十
九
日
を
除
き
毎
日
掲
載
さ
れ
た
。

（
93
）
「
門
野
幾
之
進
君
畧
伝
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
十
四
日
）。

（
94
）
「
門
野
氏
は
外
教
信
者
に
非
ら
ず
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
七
日
）。

（
95
）
「
誰
か
神
都
を
汚
す
も
の
ぞ
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
七
日
）。

（
96
）
「
大
干
渉
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
十
日
）。

（
97
）
「
豕
を
捨
て
臭
を
罵
る
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
十
一
日
）。

（
98
）
「
門
野
溝
口
両
氏
入
区
の
景
況
」（『
伊
勢
』
明
治
二
十
七
年
二
月
十
一
日
）。

（
99
）
「
尾
崎
行
雄
氏
基
督
教
徒
た
る
の
確
証
を
表
白
せ
ん
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
十
三
日
）。

（
100
）
「
近
事
片
々
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
十
七
日
）。

（
101
）
「
尾
崎
愕
堂
外
教
信
者
た
る
の
確
証
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
一
日
）。

（
102
）
「
尾
崎
馬
太
の
自
滅
（
人
を
呪
は
ゝ
穴
二
つ
）」（
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
四
日
）。

（
103
）
前
掲
渡
辺
論
文
、
五
二
頁
。
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（
104
）
「
選
挙
事
務
所
に
拒
絶
さ
れ
し
は
改
派
な
り
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
）。

（
105
）
「
僊
居
予
占
録

御
風
道
人
報
」（
明
治
二
十
七
年
三
月
一
日
）。

（
106
）
例
え
ば
、
三
月
二
十
一
日
、「
尾
崎
改
進
」
が
政
談
演
説
会
を
開
催
し
、
翌
二
十
二
日
に
帰
京
し
た
と
報
じ
て
い
る（「
政
談
演
説
と
懇
親
会
」、
明

治
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
）。

（
107
）
「
政
治
上
の
宗
門
争
ひ
」（
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
八
日
）。

（
108
）
『
旧
全
集

第
六
巻
』
で
は
一
月
六
日
（
五
八
頁
）、『
新
全
集

第
四
巻
』
で
も
一
月
六
日
（
四
八
四
頁
）
と
表
記
し
て
い
る
。

（
109
）
『
第
四
回
帝
国
議
会

衆
議
院
議
事
速
記
録
第
二
十
八
号

明
治
二
十
六
年
一
月
十
六
日
』
六
頁
、
十
三
頁
。
な
お
十
三
頁
の
主
張
は
、『
旧
全

集

第
六
巻
』、『
新
全
集

第
四
巻
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
110
）
伊
佐
は
、
こ
の
論
戦
は
「
世
間
の
注
目
」
を
惹
い
た
と
評
し
て
い
る
（
前
掲
『
尾
崎
行
雄
伝
』、
四
七
〇
頁
）。

（
111
）
大
正
末
期
に
出
版
さ
れ
た
尾
崎
の
演
説
集
で
あ
る
『
尾
崎
行
雄
氏
大
演
説
集
』（
大
日
本
雄
弁
会
、
大
正
十
四
年
十
二
月
十
五
日
・
第
十
五
版
）

に
は
、
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
弾
劾
演
説
、
第
三
次
桂
太
郎
内
閣
弾
劾
演
説
と
共
に
、「
銭
厘
問
答
」
と
題
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
。
同
演
説
集
で

も
、
一
月
六
日
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（
一
四
〇
頁
）。

（
112
）
「
禅
味
覚
束
な
し
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
一
月
十
七
日
）。

（
113
）
社
説
「
元
勲
内
閣
の
面
目
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
一
月
十
八
日
）。

（
114
）
「
三
政
党
（
承
前
）」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
七
月
五
日
）。

（
115
）
「
徳
島
合
戦
の
準
備
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
四
日
）。

（
116
）
「
我
党
々
員
の
新
加
盟
者
」（『
党
報
』
第
十
六
号
〈
明
治
二
十
六
年
九
月
九
日
〉
所
収
）
二
八
頁
。

（
117
）
「
尾
崎
代
議
士
の
報
告
演
説

（
続
）」、
二
六
頁
。

（
118
）
「
各
地
の
候
補
談

三
重
県
前
代
議
の
消
息
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
一
日
）
で
は
、
尾
崎
と
角
と
が
近
日
帰
県
し
、「
是
よ
り
多
事
な

る
べ
し
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
119
）
「
明
石
の
改
進
党
大
演
説
会
（
大
失
錯
）」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
十
八
日
）。

（
120
）
「
改
進
党
演
説
会
の
騒
擾
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
二
十
日
）。

（
121
）
「
改
進
党
の
演
説
」（『
大
朝
』
明
治
二
十
七
年
一
月
二
十
日
）。

（
122
）
「
書
評

内
治
外
交

尾
崎
行
雄
著
」（『
東
朝
』
明
治
二
十
六
年
八
月
六
日
）。

（
123
）
『
新
全
集

第
三
巻
』、
一
九
七
―
二
〇
〇
頁
、
二
〇
二
―
二
〇
三
頁
、
二
〇
七
頁
。
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（
124
）
尾
崎
は
「
今
の
時
に
当
て
条
約
問
題
を
講
究
せ
よ
」（
明
治
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日
）
で
、
条
約
改
正
の
問
題
点
は
内
地
雑
居
と
土
地
所
有
と

だ
け
で
あ
る
、
と
し
て
い
る（『
新
全
集

第
三
巻
』、
一
八
六
―
一
九
〇
頁
）。

（
125
）
『
新
全
集

第
三
巻
』、
二
二
五
―
二
二
七
頁
。

（
126
）
学
堂
居
士
「
社
説

勤
王
の
大
義
を
明
か
に
せ
よ
」（『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
二
十
七
年
一
月
三
日
）。

（
127
）
「
選
挙
干
渉
の
弊
各
地
に
現
は
る
」（
同
右
紙
、
明
治
二
十
七
年
二
月
七
日
）。
同
評
論
は
無
署
名
で
あ
る
が
、
紙
面
に
「
尾
㟢
」
の
書
き
込
み
が

あ
る
。
因
み
に
町
田
幾
堂
生
「
欧
米
見
聞
録
（
第
五
報
）」（
同
上
紙
、
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
二
日
）
に
は
「
町
田
」、
久
米
邦
武
「
泰
東
史
談
」

（
同
上
紙
、
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日
）
に
は
「
久
米
」
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

（
128
）
尾
崎
行
雄
「
立
憲
国
民
乃
一
大
責
務
」、
八
頁
、
一
〇
―
一
四
頁
。
な
お
『
愕
堂
集
』（
讀
賣
新
聞
社
、
明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
八
日
）
で
は
、

表
題
が
「
立
憲
国
民
の
一
大
責
務
」
と
な
っ
て
お
り
、
日
付
が
一
月
二
十
六
日
に
な
っ
て
い
る
（
一
五
六
六
頁
）。『
新
全
集

第
四
巻
』
も
同
様
の

表
題
で
あ
り
（
二
二
六
頁
、）、
日
付
は
一
月
と
な
っ
て
い
る
（
二
三
二
頁
）。

（
129
）
「
党
論

伊
藤
総
理
の
返
書
を
読
む
（
解
散
の
理
由
書
）」、
六
頁
。

（
130
）
「
終
審
の
判
決
を
請
ふ
」、
三
八
―
三
九
頁
。


